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 熊本県医師修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第９号 
   熊本県医師修学資金貸与条例施行規則 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、熊本県医師修学資金貸与条例（平成２０年熊本県条例第４５号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 
 （貸与の申請） 
第３条 条例第２条の規定による選定を受けようとする者は、熊本県医師修学資金貸与申

請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 
（１） 誓約書（別記第２号様式） 
（２） 住民票の写し（日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録法（昭和２７年

法律第１２５号）第４条第１項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町
村の長が発給する文書） 

（３） その他知事が必要と認める書類 
（貸与を受ける者の選定） 
第４条 知事は、前条の規定による申請があったときは、書面による審査のほか必要に応

じ面接による審査により修学資金の貸与を受ける者の選定を行い、当該選定の結果を当
該申請を行った者に通知するものとする。 

 （修学資金の種類等) 
第５条 条例第３条の規則で定める修学資金の種類は、授業料相当額及び入学料相当額並

びに生活費相当額とする。 
２ 条例第３条の規則で定める修学資金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、そ

れぞれ当該各号に定める額の合計額とする。 
（１） 授業料相当額及び入学料相当額 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令

（平成１６年文部科学省令第１６号）第２条第１項の表大学の学部の項授業料の年額
の欄及び入学料の欄に掲げる額を標準として国立大学法人熊本大学が定める額 

（２） 生活費相当額 月額７５，０００円 
３ 条例第３条の規則で定める修学資金の貸与の期間は、条例第２条の規定により知事が

修学資金の貸与を受ける者として選定した日の属する月（当該月の属する年度の４月か
ら大学医学部に在学している場合にあっては、４月）から大学医学部を卒業する日の属
する月までとする。 

４ 授業料相当額及び入学料相当額は、知事が別に定める時期に貸与するものとし、生活
費相当額は、毎月貸与するものとする。ただし、生活費相当額については、知事が特別
の事情があると認めるときは、２月分以上をまとめて貸与することができる。 

 （借用証書の提出） 
第６条 条例第２条の規定により選定された者で貸与契約を締結しようとするものは、知

事が定める日までに、熊本県医師修学資金借用証書（別記第３号様式）に条例第５条第
１項の保証人（以下「保証人」という。）の印鑑登録証明書及び収入に関する証明書を
添えて、知事に提出しなければならない。 

 （保証人） 
第７条 保証人は、独立の生計を営む者で修学資金の返還及び利息の支払の責任を負うの

に必要な資力を有するものでなければならない。 
２ 条例第２条の規定により選定された者で貸与契約を締結しようとするものが未成年者

であるときは、保証人のうち１人は、その者の法定代理人としなければならない。ただ
し、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

 規  則 
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３ 被貸与者は、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保
証人変更承認申請書（別記第４号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければなら
ない。 

 （業務従事期間の計算等) 
第８条 条例第７条第１項第１号に規定する修学資金の貸与を受けた期間の２分の３に相

当する期間を計算する場合において、修学資金の貸与を受けた期間の２分の３に相当す
る期間に１年に満たない期間があるときは、その期間を１年として算定するものとする。 

２ 条例第７条第１項第１号に規定する臨床研修及び指定病院等医師業務への従事期間
（後期研修に従事した期間を含む。）は、臨床研修に従事した日の属する月から後期研
修又は指定病院等医師業務に従事しなくなった日の属する月までの月数とする。 

３ 条例第７条第３項各号に規定する事由により臨床研修又は指定病院等医師業務に従事
できなかった期間があるときは、前項の臨床研修及び指定病院等医師業務への従事期間
に係る月数から、当該臨床研修又は指定病院等医師業務に従事できなかった期間の開始
の日の属する月から当該臨床研修又は指定病院等医師業務に従事できなかった期間の終
了の日の属する月までの月数を控除する。ただし、当該臨床研修又は指定病院等医師業
務に従事できなかった期間の開始の日と当該臨床研修又は指定病院等医師業務に従事で
きなかった期間の終了の日とが同じ月に属する場合は、この限りでない。 

４ 前項本文の場合において、臨床研修又は指定病院等医師業務に従事できなかった期間
の終了の日の属する月において再び臨床研修又は指定病院等医師業務に従事できなかっ
た期間が開始したときは、その月を１月として計算する。 

 （臨床研修実施病院） 
第９条 条例第７条第１項第１号に規定する臨床研修を行う病院は、国立大学法人熊本大

学が設置する熊本大学医学部附属病院とする。 
 （返還の申出等） 
第１０条 被貸与者は、条例第８条第１項各号のいずれかに該当するときは、直ちに熊本

県医師修学資金返還申出書（別記第５号様式）を、知事に提出しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による申出があったときは、修学資金の返還額等を当該申出をし

た者に通知するものとする。 
３ 知事と貸与契約を締結した者（以下「契約締結者」という。）は、条例第６条第２項

の規定により知事が修学資金の貸与を行わないこととなった場合において、当該貸与を
行わない期間に係る修学資金を既に受領しているときは、当該修学資金を知事が定める
日までに一括して返還しなければならない。 

 （返還債務の履行猶予の申請等） 
第１１条 条例第９条又は第１０条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする

者は、熊本県医師修学資金返還債務履行猶予申請書（別記第６号様式）に条例第９条又
は第１０条に規定する事由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があったときは、返還債務の履行の猶予の適否を決定
し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

 （返還債務の免除の申請等） 
第１２条 条例第７条第１項又は第１１条の規定による返還債務の免除を受けようとする

者は、熊本県医師修学資金返還債務免除申請書（別記第７号様式）に、条例第７条第１
項第１号の規定により免除を受けようとする場合にあっては業務（研修）従事期間証明
書（別記第８号様式）を、条例第７条第１項第２号又は第１１条の規定により免除を受
けようとする場合にあっては条例第７条第１項第２号又は第１１条に規定する事由を証
する書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があったときは、返還債務の免除の適否を決定し、そ
の旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

 （届出等） 
第１３条 契約締結者又は被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、

その旨をそれぞれ当該各号に定める様式により知事に届け出なければならない。 
（１） 本人又は保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名（住所）変更届（別記

第９号様式） 
（２） 大学医学部を休学したとき、大学医学部に復学したとき、又は停学の処分を受け

たとき 休学（復学、停学）届（別記第１０号様式） 
（３） 大学医学部を卒業したとき、又は退学したとき 卒業（退学）届（別記第１１号

様式） 
（４） 医師の免許を取得したとき 免許取得届（別記第１２号様式） 
（５） 臨床研修若しくは指定病院等医師業務への従事を開始したとき、終了したとき、

若しくは再開したとき、又は指定病院等医師業務に従事する指定病院等を変更したと
き 業務従事等届（別記第１３号様式） 

２ 前項の規定による届出には、同項第２号に掲げる場合で大学医学部に復学したときに
あっては国立大学法人熊本大学が設置する熊本大学の長又は大学医学部の長（以下「大
学の長等」という。）の復学許可の通知書の写しを、同項第３号に掲げる場合で大学医
学部を卒業したときにあっては大学の長等が発行する卒業証明書を、同項第４号に掲げ
る場合にあっては医師免許証の写しを、同項第５号に掲げる場合にあっては業務従事等
証明書（別記第１４号様式）をそれぞれ添付しなければならない。 

３ 保証人は、契約締結者又は被貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け
出なければならない。 
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４ 被貸与者は、毎年度（大学医学部に入学した日の属する年度を除く。）、知事が定め 
 る日までに大学の長等が発行する成績証明書その他の単位の取得を証する書面を知事に

提出しなければならない。 
 （申出） 
第１４条 契約締結者は、修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、辞退

しようとする日の１月前までに熊本県医師修学資金貸与辞退申出書（別記第１５号様式）
を知事に提出しなければならない。 

２ 被貸与者は、条例第７条第３項第１号に規定する事由（医学を履修する課程を有する
大学院（以下「大学院」という。）への進学を除く。）に該当するときは、直ちに指定
病院等医師業務等中止申出書（別記第１６号様式）に当該事由を証する書類を添えて、
知事に提出しなければならない。 

３ 被貸与者は、条例第７条第３項第１号に規定する大学院に進学する場合、又は同項第
２号に規定する県外の病院等で後期研修に従事する場合は、後期研修等計画申出書（別
記第１７号様式）に、大学院に進学する場合にあってはその事実を証する書類を、後期
研修を受ける場合にあっては当該後期研修を行う病院等の開設者又は管理者の承諾書を
添えて、当該大学院に進学しようとする日又は当該後期研修を受けようとする日の３月
前までに知事に提出しなければならない。ただし、当該期限までに被貸与者が後期研修
等計画申出書を知事に提出できないことについて正当な理由があると知事が認める場合
は、当該期限を経過した後であっても、当該正当な理由を記載した書面を添付して知事
に提出することができる。 

 （雑則） 
第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
   附 則 
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
 
別記第１号様式（第３条関係） 
 
 

熊本県医師修学資金貸与申請書 
 
 
                                年  月  日  
 
 
  熊本県知事        様 
 
 
 
                    申請者（本人）氏名          印 
 
 
 
                    法定代理人   氏名          印 
 
 
 
 熊本県医師修学資金の貸与を受けたいので、熊本県医師修学資金貸与条例施行規則第３
条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

ふりがな  

氏  名 

 

 

 

 

生年月日 

及び年齢 

    年    月    日 (満    歳) 

 

注 意 

 

縦４㎝、横３㎝

の写真を貼り付

けてください。

現住所及び 

電 話 番 号 

〒 

                  

                                  (   )  ― 

帰 省 先 住 所 及

び電話番号 

〒 
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                                  (   )  ― 
   （注） １ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 
      ２ 申請者が未成年者の場合は、法定代理人も署名又は押印をしてください。 
    添付書類 
       １  誓約書（別記第２号様式） 
    ２  住民票の写し（日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録法（昭和２ 
     ７年法律第１２５号）第４条第１項に規定する外国人登録原票の記載内容を証 
     明する市町村の長が発給する文書） 
        ３ その他知事が必要と認める書類 
 

別記第２号様式（第３条関係） 

 

 

誓   約   書 

 

 

年  月  日

 

  熊本県知事        様 

 

 

                申請者（本人）住所 

 

                       氏名         印 

 

 

                法定代理人  住所 

 

                       氏名         印 

 

 

 

 私は、熊本県医師修学資金貸与条例に基づき修学資金の貸与を受けることになっ

たときは、同条例及び熊本県医師修学資金貸与条例施行規則の規定を遵守し、同条

例及び同規則に規定する知事が指定する病院等において、定められた期間、医師と

しての業務に従事することを誓約します。 
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（注） １ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

    ２ 申請者が未成年者の場合は、法定代理人も署名又は押印をしてください。 
 

別記第３号様式（第６条関係） 

（表） 

熊本県医師修学資金借用証書 

 

年  月  日

 

 

  熊本県知事         様 

 

 

                 本人  住所 

                   氏名             印 

 

収入印紙 

貼付欄 

 

熊本県医師修学資金貸与条例及び熊本県医師修学資金貸与条例施行規則に基づき

修学資金を次のとおり借用します。 

 

  

借 用 金 額                      円 

内  訳 

入学料相当額 金額  

授業料相当額 金額  

期間      年  月から  年  月まで 

月数                          月 生活費相当額 

金額       金                    円 
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（裏） 

 

 

 熊本県知事         様 

 

 

 熊本県医師修学資金貸与条例及び熊本県医師修学資金貸与条例施行規則に従い、貸与を

受ける本人と連帯して修学資金の返還及び利息の支払の債務を負担します。 

 

ふりがな  

氏  名             印 

生年月日

及び年齢

年  月  日 

（満    歳） 

現住所及び

電話番号 

〒 

 

 

  （    ）   － 

本人との

関係 

 

 

 

 

職業  年収 税込         円

参考事項 
 

 

ふりがな  

氏  名             印 

生年月日

及び年齢

年  月  日 

（満    歳） 

現住所及び

電話番号 

〒 

 

 

  （    ）   － 

本人との

関係 

 

 

 

 

職業  年収 税込         円

参考事項 
 

 

（注） 保証人の印は、印鑑登録をしたものを押印してください。 

添付書類  

１ 保証人の印鑑登録証明書 

 ２ 保証人の収入に関する証明書  
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別記第４号様式（第７条関係） 

 

 

保証人変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

  熊本県知事        様 

 

 

                 申請者（本人）住所 

 

                        氏名        印 

 

 保証人を変更したいので、熊本県医師修学資金貸与条例施行規則第７条第３項の

規定により、承認を申請します。 

 なお、変更が承認されたときは、新保証人は、本人と連帯して熊本県医師修学資

金貸与条例に基づく修学資金の返還及び利息の支払の債務を負担します。 

 

ふりがな             

氏  名             印 

生年月日

及び年齢

   年  月  日 

 

    (満  歳) 

 現住所及び 

 電話番号 

〒 

         (  )  ― 

申請者と

の 関 係 

 

職  業 
 

年収 税込      円

 

 

新 

保 

証 

人 

参考事項 
 

ふりがな             

氏  名 
 

            印 

生年月日

及び年齢

   年  月  日 

 

    (満  歳) 

 
旧 
保 
証 
人 
 

 現住所及び 

 電話番号 

〒 

         (  )  ― 

申請者と

の 関 係 

 

 

変更の事由 

 

 

変更年月日    年  月  日 

（注）氏名を自署する場合は、押印は不要です。  



 平成 21 年 3 月 31 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７９３号 9 

別記第５号様式（第１０条関係） 

 

熊本県医師修学資金返還申出書 

 

年  月  日 

 

 

  熊本県知事          様 

 

 

                       申出者 住所 

 

                   氏名           印 

 

 熊本県医師修学資金貸与条例第１０条第１項の規定により修学資金の返還及び利

息の支払を行いますので、次のとおり関係書類を添えて申し出ます。 

 

貸与を受けた者の住所  

貸与を受けた者の氏名  

貸与を受けた期間        年   月から    年   月まで 

貸与を受けた総額 金          円 

返還債務の額 金          円 

返還免除となった額 金          円 

返還及び支払の総額 金          円 

 返  還  理  由 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 氏名を自署する場合は、押印は不要です。  
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別記第６号様式（第１１条関係） 

 

 

熊本県医師修学資金返還債務履行猶予申請書 

 

 

年  月  日 

 

 

  熊本県知事        様 

 

 

                 申請者 住所 

 

                     氏名           印 

 

 熊本県医師修学資金貸与条例第９条（第１０条）の規定により修学資金の返還及

び利息の支払の全部（一部）の猶予を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて

申請します。 

貸与を受けた者の住所  

貸与を受けた者の氏名  

貸与を受けた期間        年   月から    年   月まで

貸与を受けた総額 金          円 

返還債務の額 金          円 

返還債務の額のうち 

猶予を受けようとする額 
金          円 

猶予を受けようとする期間 
 

猶予を受けようとする事由 

 

（注） １ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

    ２ 様式中不要の文字は、抹消してください。 

添付書類 熊本県医師修学資金貸与条例第９条又は第１０条に規定する事由を証す

る書類  
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別記第７号様式（第１２条関係） 

 

熊本県医師修学資金返還債務免除申請書 

 

年  月  日 

 

  熊本県知事        様 

 

                 申請者 住所 

 

                     氏名           印 

 

 熊本県医師修学資金貸与条例第７条第１項（第１１条）の規定により修学資金の

返還及び利息の支払の全部（一部）の免除を受けたいので、次のとおり関係書類を

添えて申請します。 

貸与を受けた者の住所  

貸与を受けた者の氏名  

貸与を受けた期間        年   月から    年   月まで 

貸与を受けた総額 金          円 

返還未済の返還債務の額 金          円 

免除を受けようとする額 金          円 

名称  臨床研修及び指定病院等

医師業務に従事した指定

病院等の名称及び期間 期間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

医籍登録番号 

及び登録年月日 

(                     号) 

              年   月   日登録 

休職又は停職の有無及び

その期間 

１有  (  年  月  日から  年  月  日まで) 

２無 

免除を受けようとする事由  

（注） １ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

    ２ 様式中不要の文字は、抹消してください。 

３ 該当しない事項の欄には、「該当なし」と記入すること。 

 添付書類 

  １ 熊本県医師修学資金貸与条例第７条第１項第１号の規定により免除を受 

けようとする場合にあっては、業務従事期間証明書（別記第１１号様式） 

２ 熊本県医師修学資金貸与条例第７条第１項第２号又は第１１条の規定に 

     より免除を受けようとする場合にあっては、同条例第７条第１項第２号又 

   は第１１条に規定する事由を証する書類  
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別記第８号様式（第１２条関係） 

 

 

業務（研修）従事期間証明書 

 

 

年  月  日

 

  熊本県知事        様 

 

                所在地 

 

                  医療機関の名称 

 

                  開設者又は管理者          印 

  

 

 次の者は、当医療機関において業務に従事していたことを証明します。  

 

住  所  

氏  名  

生年月日          年  月  日 

医籍登録番号及び

登録年月日 

   (            号) 

       年  月  日登録 

業務（研修）従事期

間及び月数 
   年  月  日から  年  月  日まで(  か月) 

業務（研修）従事期

間中に休職又は停

職があったときは

その期間、月数及び

その理由 

 

   年  月  日から  年  月  日まで(  か月) 

 

 

<理由> 

 （注）様式中不要の文字は、抹消してください。  
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別記第９号様式（第１３条関係） 

 

 

氏 名（住 所）変 更 届 

 

年  月  日 

 

  熊本県知事        様 

 

                                本 人 氏 名 

 

 

次のとおり氏名（住所）を変更したので、熊本県医師修学資金貸与条例施行規則

第１３条第１項第１号の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

新 
 

                             
本 人 

旧 
 

 

新 
 

                              

氏 
 

名 

保証人 

旧 
 

 

新 
〒            電話 

 
本  人 

旧 
 

新 
〒            電話 

 

住 
 

所 

保証人 

旧 
 

変 更 理 由 

 

変 更 年 月 日
 

（注）様式中不要の文字は、抹消してください。  
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別記第１０号様式（第１３条関係） 

休学（復学、停学）届 

                             年  月  日 

 熊本県知事        様 

 

   熊本大学医学部医学科  学年 

   氏 名 

次のとおり休学した（復学した 停学処分を受けた）ので、熊本県医師修学資金

貸与条例施行規則第１３条第１項第２号の規定により、次のとおり届け出ます。  
 

休学（停学） 
期 間   年  月  日から     年  月  日まで 

復 学 年 月 日     年  月  日 

理   由 

 

（注）様式中不要の文字は、抹消してください。 

 添付書類 大学医学部に復学した場合にあっては、熊本大学の長又は大学医学部 

     の長の復学許可の通知書の写し  
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別記第１１号様式（第１３条関係） 

卒業（退学）届 

 
                             年  月  日 

 

 熊本県知事        様 

               住 所 

 

               氏 名 

 

次のとおり卒業（退学）したので、熊本県医師修学資金貸与条例施行規則第１３

条第１項第３号の規定により、次のとおり届け出ます。  

卒 業 （ 退 学 ）  
年 月 日       年      月      日 

退 学 の 理 由  

  （注）様式中不要の文字は、抹消してください。 

  添付書類 大学医学部を卒業した場合にあっては、熊本大学の長又は大学医学部 

      の長が発行する卒業証明書  
 
 

別記第１２号様式（第１３条関係） 

免 許 取 得 届 

年  月  日

 熊本県知事        様 

               住 所 

               氏 名   
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次のとおり医師免許を取得したので、熊本県医師修学資金貸与条例施行規則第１

３条第１項第４号の規定により、次のとおり届け出ます。 

医 籍 登 録 番 号   第            号 

登 録 年 月 日         年    月    日 

修 学 資 金 貸 与 期 間     年  月から   年  月まで 

 添付書類 医師免許証の写し  
 

別記第１３号様式（第１３条関係） 

 

 

業 務 従 事 等 届 

 

 

              住 所 

 

              氏 名 

 

 

 

    年  月  日付けで次のとおり、指定病院等医師業務（臨床研修）への

従事を開始（終了、再開）した（指定病院等医師業務に従事する指定病院等を変更

した）ので、熊本県医師修学資金貸与条例施行規則第１３条第１項第５号の規定に

より、次のとおり届け出ます。 

所在地 

〒 

業 務 先 

（研修先） 

名 称 

 

 （注）様式中不要の文字は、抹消してください。 

  添付書類 業務従事等証明書（別記第１４号様式）  



 平成 21 年 3 月 31 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７９３号 17 

別記第１４号様式（第１３条関係） 

 

 

業 務 従 事 等 証 明 書 

 

 

住 所 

 

氏 名                 

 

 

 上記の者は、    年  月  日から当院（所）に、医師として勤務（研修）

していることを証明します。 

 

     年   月   日 

 

      〒       電話 

 

      病院（診療所）所在地 

 

      病院（診療所）名 

  

      病院（診療所）の開設者名又は管理者名 

           

          印 

 

 

  熊 本 県 知 事         様  
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別記第１５号様式（第１４条関係） 

 

 

熊本県医師修学資金貸与辞退申出書 

 

 

年  月  日

 

 

  熊本県知事        様 

 

 

                                                         

                申出者 住所 

 

                    氏名            印 

 

 

 熊本県医師修学資金の貸与を辞退したいので、熊本県医師修学資金貸与条例施行

規則第１４条第１項の規定により、次のとおり申し出ます。 

 

貸与を受けた者の住所  

貸与を受けた者の氏名  

貸与を辞退する月         年    月分から 

辞退の理由 

 
 
 
 
 
 
 

 （注）氏名を自署する場合は、押印は不要です。  
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別記第１６号様式（第１４条関係） 

 

 

指定病院等医師業務等中止申出書 

 

 

年  月  日 

 

 

 熊本県知事        様 

 

 

              申出者 住所 

 

                  氏名              印 

 

 指定病院等での業務（臨床研修）を中止したいので、熊本県医師修学資金貸与条

例施行規則第１４条第２項の規定により、次のとおり関係書類を添えて申し出ます。 

 

現在業務等に従事している

指定病院等の所在地及び名

称 

 

当該指定病院等での勤務（又

は臨床研修）開始年月日 
      年   月   日 

当該指定病院等での勤務（又

は臨床研修）中止年月日 
      年   月   日 

当該指定病院等での勤務（又

は臨床研修）を中止する理由 

 

（注） １ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

    ２ 様式中不要の文字は、抹消してください。 

添付書類 

   傷病、災害その他やむを得ない事由（医学を履修する課程を有する大学院へ 

  の進学を除く。）を証する書類  
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別記第１７号様式（第１４条関係） 

 

 

後期研修等計画申出書 
 

 

年  月  日  

 

 

  熊本県知事        様 

 

                 申出者 

                  

                 住所               

 

                 氏名              印 

 

 

次のとおり後期研修を受けたい（大学院に進学したい）ので、熊本県医師修学資

金貸与条例施行規則第１４条第３項の規定により、次のとおり申し出ます。 

 

主たる研修先（大学

院）の名称及び所在

地 

 

研 修 期 間 

    年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

研 修 内 容 

 

（注） １ 氏名を自署する場合は、押印は不要です。 

      ２ 様式中不要の文字は、抹消してください。 

添付書類 

 １ 後期研修を受ける場合にあっては、当該後期研修を行う病院等の開設者 

   又は管理者の承諾書 

 ２ 大学院に進学する場合にあっては、その事実を証する書類  
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 熊本県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
熊本県規則第１０号 
   熊本県税条例施行規則の一部を改正する規則 
 熊本県税条例施行規則（昭和３０年熊本県規則第４号）の一部を次のように改正する。 
 第１９条の６の３（見出しを含む。）中「法人等」を「法人」に改める。 
 第１９条の７第１項中「第２条第３項」を「第２条第５項」に改める。 
 第２０条の２中「第４９条第７項」を「第４９条第６項」に改める。 
 第３３条の４中「第９８条第１項」を「第９９条第１項」に改める。 
 第３３条の８第３項第１号中「財団法人日本自動車査定協会」の次に「（昭和４１年６
月１日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人をいう。）」を加え、
同項第３号を次にように改める。 
 (３) 所有するすべての自動車に係る減免申請年度分の自動車税領収書の写し 
 第３３条の８第４項中「主たる定置場を他の都道府県に変更したこと等」を「納税義務
が消滅したこと」に改める。 
 別記第１３号様式を次のように改める。 
 

別記第13号様式(第7条関係) 
 

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税 更正・決定通知書 
 

第     号  
年  月  日  

                       様 

  
熊本県  地域振興局長   
熊本県熊本県税事務所長   

印 

 
 地方税法第55条第  項又は同法第72条  第  項及び地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条の規定により次のとおり更
正・決定しましたので通知します。 

納 税 者 番 号   
事業年度(連結事業
年 度) ・ 計 算 期 間

年  月  日から    年  月  日まで

法 人 県 民 税            (単位：円) 

今 回 の 更 正 ・ 決 定 額 既 確 定 額 
区 分 

課 税 標 準 額 税率(％) 税 額 課 税 標 準 額 税 額 
差引過不足税額

            

利 子 割 額     利 子 割 額     法 人 税 割 

差引法人税割額     差 引 法 人 税 割 額     

均 等 割             

計             

   この更正・決定により納付すべき県民税額   

法 人 事 業 税            (単位：円) 

今 回 の 更 正 ・ 決 定 額 既 確 定 額 
区 分 

課 税 標 準 額 税率(％) 税 額 課 税 標 準 額 税 額 
差引過不足税額

年  万円以下の
金額 

            

年  万円を超え 
 万円以下の金額 

            

年  万円を超え
る金額 

            

計             

(

特
定
信
託
所
得
割)

 

所

得

割 

軽減税率不適用
法 人 の 金 額 

            

付 加 価 値 割             

資 本 割             

収 入 割             

合 計 事 業 税 額             

 
端 数 処 理 後 の
事 業 税 額 

 

    地 方 法 人 特 別 税       (単位：円) 

今 回 の 更 正 ・ 決 定 額 既 確 定 額 
区 分 

課 税 標 準 額 税率(％) 税 額 課 税 標 準 額 税 額 
差引過不足税額

所 得 割 に 係 る 額       

収 入 割 に 係 る 額       

計         
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          「      徴収猶予 
 別記第１８号様式中 不動産取得税      通知書 を 
                 減  額        」 
「不動産取得税賦課決定等通知書」に、 
「 

 徴収猶予期限  変更後納期限   を

                                      」 
「 

 徴収猶予期限        年  月    日 変更後納期限     年  月  日  に

                                      」 
改める。 
 別記第２１号様式中「法人の事業税の申告納付期日延長申請書」を「法人の事業税・地
方法人特別税の申告納付期日延長申請書」に改める。 
 別記第２３号様式及び別記第２３号の２様式中「法人事業税」を「法人事業税及び地方
法人特別税」に改める。 
 別記第２４号様式を次のように改める。 
 
 

別記第24号様式(第15条関係) 

(表) 

過誤納金還付・充当等通知書 

不明な点がありましたら、下記のところまでご連絡ください。  〒 

 

 

様    
  

 

 あなたが納付された税金に係る過誤納金を下記のとおり還付・充当（委託納付）したので通知します。 

還付金額のお支払 

年度 
支払方法 送金No. 預金種別・口座番号 

一般
会計 

金融機関名 

年  月  日         

熊本県  地域振興局長   

熊本県    事務所長  印

 

還付額   円 ＝ ①過誤納額 ＋ ②還付加算金額 － ③充当額 ※ 教示事項 

裏面のとおり   

過 少 申 告 不 申 告 重 加 算 金 計 法人事業税及び地方法人
特 別 税 に 係 る 加 算 金     

端 数処理 後の
地方法人特別税額 

 

指 定 納 期 限 年 月 日 
この更正・決定により納付すべき事業税、地方法人特別税及び加
算金の合計額 

  

この更正・決定の基礎   

注

意 

1 この不足税額及び加算金については、指定納期限までに納付書により納付してください。 
2 不足税額(不足税額に1,000円未満の端数があるとき又は不足税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全
額を切り捨てる。)については、申告納付期限(  年  月  日)の翌日から納付の日までの期間(ただし、地方税法第56条
第3項及び第72条の44第3項の規定による控除期間がある場合は、延滞金の計算期間から除きます。)の日数に応じ年14.6％(申
告納付期限の翌日から指定納期限までの期間又は指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3％(地方
税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合の適用がある年中においては、当該特例基準割合))の割合で計算した延滞金
を加算して納付しなければなりません。 

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法第4条の規定に
より熊本県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由して提出してください。 
2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内
に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することができます。 

  なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができま
せんが、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 (注) この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。 

徴収猶予

減  額
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税 目             

税 区 分             

補 助 情 報             

期 別             

納 付 し た 額             

納付すべき額             

過誤納額  ①             

還付加算金額②             

還付する理由             

過

誤

納

金

額

の

明

細 

発 生 年 月 日             

 

税 目             

税 区 分             

所 管             

補 助 情 報             

期 別             

充 当 適 状 日             

充当額   ③             

充

当

額

の

明

細 

充当後未納額             

（注）本通知書における充当額には地方法人特別税等に関する暫定措置法第16条の規定により委託納付した額を含

み、本通知書は同条第5項の規定に基づく通知とします。 

(裏) 

 

(教 示) 
 1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法

第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求することができます。 
   なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(事務所)を経由して提出してください。 
 2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算し

て6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することができます。 
   この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが

できませんが、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、裁決を経ないでも提起することができま
す。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  
 
 別記第２７号様式中 
「 

税目 本税（円） 延滞金（円） 

   

税目 本税（円） 延滞金（円） 

   

課税地 加算金（円） 重加算金（円） 

   

 

 

 

  を

                                                                            」 
「 

税目 本税（円） 延滞金（円） 

   

税目 本税（円） 延滞金（円） 

   

税目 本税（円） 延滞金（円） 

   

課税地 加算金（円） 重加算金（円） 

   

 

 

 

 

  に

                                                                            」 
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改める。 
 別記第４７号様式中 
「 

 
                                      」 
「 

 
                                      」 
改める。 
   附 則 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の補正を 
 して使用することができる。 
 
 
 
 
 
熊本県告示第２７９号                                                             
 家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のと
おり家畜伝染病に係る届出があったので、同条第４項の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日                                                       
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

病  名 区分 発 生 年  月 日 発 生 場 所 発生頭数 適 用  

ヨ－ネ病 患畜 平成２１年３月１８日 球磨郡錦町 １戸１頭 乳用牛 

    

 
 
熊本県告示第２８０号                                      
 家畜伝染病予防法第１２条の４の規定による勧告及び命令に係る処分手続を次のよう
に定める。       
    平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
   家畜伝染病予防法第１２条の４の規定よる勧告及び命令に係る処分手続 
１ 目的 
  この処分手続は、知事が家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号。以下「法」 
 という。）第１２条の４の規定により、飼養衛生管理基準（以下「管理基準」という。）

を遵守していないと認める家畜（牛、豚及び鶏に限る。以下同じ。）の所有者に対して
行う勧告及び当該勧告に従わない者に対して行う命令に係る処分手続を明確にし、もっ
て管理基準遵守の一層の徹底を図るものである。 

1 公用又は公共用                (県税条例第109条第1項第1号)

2 学生、生徒の教育、練習用           (県税条例第109条第1項第2号)

3 幼稚園又は保育所の幼児、児童の送迎用     (県税条例第109条第1項第3号)

4 財団法人結核予防会及び社会福祉法人恩賜財団済生会レントゲン車 

       (県税条例第109条第1項第4号)

5 公的医療機関の救急自動車又は巡回診療車    (県税条例第109条第1項第7号)

6 中古商品自動車                (県税条例第109条第1項第9号)

を 

に 

1 公用又は公共用                (県税条例第109条第1項第1号)

2 学生、生徒の教育、練習用           (県税条例第109条第1項第2号)

3 幼稚園又は保育所の幼児、児童の送迎用     (県税条例第109条第1項第3号)

4 財団法人結核予防会のレントゲン車       (県税条例第109条第1項第4号)

5 公的医療機関の救急自動車又は巡回診療車    (県税条例第109条第1項第7号)

6 中古商品自動車                (県税条例第109条第1項第9号)

7 その他                                       (県税条例第109条第1項第10号)

 告  示 
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２ 普及啓発 
  県は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する専門的な知識を有す 
 る者その他関係機関等の協力を得ながら、家畜の所有者に対し、管理基準の内容を周知 
 するのみならず、その趣旨、必要性等について理解を得るよう啓発に努めるものとする。 
３ 衛生管理状況の把握 
  県は、法第５１条の規定に基づく家畜防疫員による立入検査等により、家畜の所有者 
 の管理基準の遵守状況を定期的に把握するものとする。 
４ 助言及び指導 
  県は、３の立入検査等の結果、管理基準の遵守について改善を行う必要があると認め 
 た家畜の所有者に対し、助言又は指導（以下「助言等」という。）を行うことができる。  
 この場合において、助言は、家畜防疫員が口頭で行い、別記第１号様式による助言記録 
 簿を作成し、これを保管しておくものとし、指導は、家畜保健衛生所長が別記第２号様 
 式により指導書を交付して行うものとする。なお、家畜の所有者から、改善に向けた相 
 談があった場合は、これに応じなければならない。 
  ただし、助言等は、民間の獣医師等、家畜の伝染性疾病の発生予防に関する知見に精 
 通した者が行うことを妨げるものではない。 
５ 勧告（法第１２条の４第１項関係） 
 (1)  勧告の実施 
   家畜の所有者で、４に基づく助言等を受けたものが正当な理由がなくその助言等に 
  従わないときは、知事は、法第１２条の４第１項の規定による勧告を別記第３号様式 
  による勧告書を交付して行うものとする。 
 (2)  勧告の記録 
   県は、勧告を行ったときは、別記第４号様式により、勧告した事項を勧告記録簿に 
  記載するものとする。 
６ 命令（法第１２条の４第２項関係） 
 (1)  命令の実施 
   ５による勧告を受けた家畜の所有者が正当な理由がなく勧告書に記載された期限を 
  過ぎてもその勧告に従わないときは、知事は、法第１２条の４第２項の規定による命 
  令を別記第５号様式による命令書を交付して行うものとする。 
 (2)  弁明の機会の付与 
    県は、 (1)により、期限を定めて勧告に係る措置をとるべきことを命令する場合に 
   は、当該家畜の所有者に対し、行政手続法（平成５年法律第８８号）の定めるところ 
    により、弁明の機会を付与するものとする。 
 (3)  命令の記録 
    熊本県は、命令を行ったときは、別記第６号様式により、命令した事項を命令記録 
    簿に記載するものとする。 
７ 通報又は告発 
   県は、６の命令を受けた家畜の所有者が命令に違反したときは、その旨を警察に通報 
  し、又は刑事訴訟法第２３９条第２項の規定により告発するものとする。   
 
別記第１号様式 

口頭による助言記録簿 
 

家畜の所有者 

 

整

理

番

号 

 

助 言 

年月日 住所 氏名 

 

農場の所在 

 

助言内容 

 

備考 

（助言者名）

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
別記第２号様式 

指  導  書 
                                  番   号  
                                  年 月 日  
 
              様 
（被指導者の氏名又は名称及び住所）                                          
 



 平成 21 年 3 月 31 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７９３号 26 

                        熊本県○○家畜保健衛生所長 印  
 
  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５１条の規定により貴農場に立ち入
り検査を実施した結果、同法第１２条の３の規定による飼養衛生管理基準の遵守について
改善を行う必要がありますので、下記のとおり指導します。 

記 
 １ 農場の所在場所 
 ２ 指導の原因となる事実 
  ３ 指導の内容 
 ４ その他必要な事項 
別記第３号様式 

勧 告 書 
番   号  
年 月 日  

 
              様 
（被勧告者の氏名又は名称及び住所）                                          
 
                            熊本県知事    印 
 
  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１２条の４第１項の規定により、下
記のとおり勧告します。 

記 
 １ 農場の所在場所 
 ２ 勧告の原因となる事実 
  ３ 勧告の内容 
 ４ 措置をとるべき期限 
  ５ その他必要な事項 
別記第４号様式 

勧 告 記 録 簿 
 

家畜の所有者 

 

整

理

番

号 

 

勧 告 

年月日 住所 氏名 

 

農場の所在 

 

勧告内容 

 

備考 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

別記第５号様式 
命 令 書 

番   号  
年 月 日  

 
         様 
（被命令者の氏名又は名称及び住所）                                          
 
                            熊本県知事    印 
 
  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１２条の４第２項の規定により、下
記のとおり命令します。 
 なお、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条により、本命令に対する弁明の機
会が付与されます。弁明は、同法第２９条の規定により弁明を記載した書面を下記提出先
に提出期限（必着）までに提出することにより行います。また、弁明をするときには、証
拠書類等を提出することもできます。 

記 
 １ 農場の所在場所 
  ２ 命令の原因となる事実 
  ３ 命令の内容 
 ４ 措置をとるべき期限 
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 ５ 弁明書の提出先及び提出期限 
  ６ その他必要な事項 
別記第６号様式 

命 令 記 録 簿 
 

家畜の所有者 

 

整

理

番

号 

 

命 令 

年月日 住所 氏名 

 

農場の所在 

 

命令内容 

 

備考 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
 
熊本県告示第２８１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定
により次のとおり告示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称 御船町 
２  都市計画事業の種類及び名称  平成１６年熊本県告示第１９０号御船都市計画道路事 
 業３・４・４号シンボルロード線 
３ 事業施行期間 平成１６年３月１２日から平成２４年３月３１日まで 
４ 事業地 収用の部分 変更なし 
            使用の部分 変更なし 

 
 
熊本県告示第２８２号 
  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更を認可したので、同法第６２条第１項の規定により次のとおり告示する。 
    平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称    熊本市 
２ 都市計画事業の種類及び名称  宇土都市計画下水道事業 富合公共下水道 
３ 事業計画 
 （１） 収用の部分 
       変更なし 
 （２） 使用の部分 
    平成１１年３月１９日熊本県告示第１８７号、平成１４年９月２５日熊本県告示

第７２９号、平成１５年７月２３日熊本県告示第７８７号の事業地に、熊本市富合
町清藤字一町田、字牛間、字水町、字居合、字突田、字天神免、字間添の一部、廻
江字江端、字裏田、字外平の一部、志々水字雨田、字大坪の一部、古閑字七反田、
字草坪、字江中島、字下江中島の全部、字四反田の一部、新字清藤分の全部、字古
閑分、字桶底の一部、榎津字四の坪、字中屋敷、字戸坂町の一部、田尻字穂足の全
部、字平碇、字六反田、字高柳、字四反田、字前田、字八反田、字戸崎前の一部、
南田尻字壱町田、字江崎の全部、字長六、字馬場口、字辻、字潮入、字裏田、字北
村、字深田の一部、木原字目黒町の全部、字永宮、字鰆塚の一部を加える。 

 （３） 事業施行期間 
        平成１１年２月１７日から平成２８年３月３１日まで 

 
 
熊本県告示第２８３号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問介護） 
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事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

慈愛園老人ホーム訪問介護事業所 

熊本市神水一丁目１４番１号 

社会福祉法人慈愛園 平成２１年４月１日 

 
 
熊本県告示第２８４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
    平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

慈愛園老人ホーム訪問介護事業所 

熊本市神水一丁目１４番１号 

社会福祉法人慈愛園 平成２１年４月１日 

 
 
熊本県告示第２８５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問看護ステーション） 

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

タガワブレース訪問看護ステーシ

ョン 

宇城市小川町南部田１５５６番地

１ 

株式会社タガワブレース 平成２１年３月２４日 

 
 
熊本県告示第２８６号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （介護予防訪問看護ステーション）                                              

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

タガワブレース訪問看護ステーシ

ョン 

宇城市小川町南部田１５５６番地

１ 

株式会社タガワブレース 平成２１年３月２４日 

 
 
熊本県告示第２８７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年３月３１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間

 

前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

 29.0 

 ～ 

 57.0 

 

 117.0 

一般国道 ３２５号 菊池郡大津町大字杉水字中谷 

  ３６９８番１地先から 

同所 

  ３６９４番１地先  

後

 32.0 

  ～ 

 64.0 

 

 117.0 

道路法

第２４

条工事 
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荒尾市万田字陣内 

    ６１５番２地先から 

同市原万田字妙見 

    ３０２番９地先まで 

  6.6 

  ～ 

 20.5  

 

 980.0 

  

荒尾市万田字口ノ坪 

    ８９２番１地先から 

同市原万田字妙見 

    ３０２番９地先まで 

 

 

前

 

 

 

 

 16.0 

  ～ 

 60.4 

 

1,086. 

0 

主要地方道 荒尾南関

線 

荒尾市万田字口ノ坪 

    ８９２番１地先から 

同市原万田字妙見 

    ３０２番９地先まで 

 

後

 16.0 

  ～ 

 79.0 

 

1,086. 

0 

旧道移

管及び

緊道整 

（街路

Ｂ） 

  5.6  

  ～ 

  6.2 

 

 200.0 

 

 

前

  6.0 

  ～ 

  7.4 

 

 180.0 

一般県道 玉名植木

線 

鹿本郡植木町大字平野字東原 

  ７５番７地先から 

同町大字平野字東谷 

  ６３番１地先まで 

 

後

  6.0 

  ～ 

  7.4 

 

 180.0 

道路法

第２４

条工事 

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月３１日 
 

 
熊本県告示第２８８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年３月３１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間

 

前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

 12.7 

  ～ 

 28.2  

 

  62.4 

  

一般国道 ２１８号 下益城郡美里町栗崎字楠俣 

    １０７番３地先から 

同所 

    １７６番１地先まで  

後

 12.7 

  ～ 

 24.4  

 

  62.4 

廃道 

 

前

 11.4 

  ～ 

 21.6 

 

  68.0 

一般国道 ２６６号 上天草市大矢野町登立字長迫 

  ３６５７番４地先から 

同町登立字深田 

  ３７９８番１地先まで  

後

 14.8 

  ～ 

 31.4 

 

  68.0 

交通円

滑国道 

 

前

  8.0 

 ～ 

 20.4 

 

 509.0 

一般国道 ３２４号 上天草市松島町今泉字米ノ山 

新田 

 ６４３８番３２５地先から 

同町今泉字御手水 

    ４０６７番１地先まで 

 

後

  9.0 

 ～ 

 48.8 

 

 509.0 

地域連

携国道 

一般国道 ３２５号 山鹿市鹿本町来民字大坪 

    ７０６番３地先から 

 

前

 10.1 

  ～ 

 

  79.0 

道路法

第２４
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 10.3  同所 

    ７１１番１地先まで  

後

 11.3 

  ～ 

 13.9  

 

  79.0 

条工事 

菊池郡菊陽町大字原水字塘ノ 

下 ２９７３番地先から 

同町大字原水字西上原 

    ４８５９番１地先まで 

 5.2 

  ～ 

 19.0 

 

3,698. 

7 

菊池郡大津町大字室字北出口 

    １３９５番１地先から 

合志市福原字上馬立 

    １５１８番１地先まで 

 

 

 

前

 44.4 

  ～ 

 16.0 

 

3,427. 

7 

主要地方道 大津植木

線 

菊池郡大津町大字室字北出口 

    １３９５番１地先から 

合志市福原字上馬立 

    １５１８番１地先まで 

 

後

 44.4 

  ～ 

 16.0 

 

3,427. 

7 

旧道移

管 

 

前

  6.0 

  ～ 

 18.3 

 

  71.5 

一般県道 御船甲佐

線 

上益城郡御船町滝川字西原 

    ２０００番４地先から 

同所 

  ２０００番５地先まで  

後

  6.0 

  ～ 

 18.3 

 

  71.5 

やさ道

交１地 

 

前

  4.0 

  ～ 

  6.0 

 

 169.0 

一般県道 球磨田浦

線 

葦北郡芦北町大字吉尾字尾嵜 

    ８５７番１地先から 

同所 

    ８７３番１地先まで  

後

 10.5 

  ～ 

 12.5  

 

 169.0 

単道改 

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月３１日 
 

 
熊本県告示第２８９号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事
業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

タガワブレースホームヘルパース

テーション 

宇城市小川町南部田１５５６番地

１ 

株式会社タガワブレース 平成２１年３月２４日 

 
 
熊本県告示第２９０号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ
ス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

タガワブレースホームヘルパース

テーション 

宇城市小川町南部田１５５６番地

１ 

株式会社タガワブレース 平成２１年３月２４日 
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熊本県告示第２９１号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

ケアプランあかね 

宇城市松橋町両仲間１００５番地

３ 

有限会社弘司 平成２１年３月２４日

 
 
熊本県告示第２９２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項の規定により指定居宅サービス
事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （福祉用具貸与） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

福祉用具貸与事業所ひまわり 

熊本市神水一丁目２１番１６号 

有限会社健康共同ファル

マ 

平成２１年４月１日  

 （特定福祉用具販売） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

福祉用具貸与事業所ひまわり 

熊本市神水一丁目２１番１６号 

有限会社健康共同ファル

マ 

平成２１年４月１日  

 
 
熊本県告示第２９３号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項の規定により指定介護予防サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の９の規定により公示する。 
  平成２１年３月３１日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
 （介護予防福祉用具貸与） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

福祉用具貸与事業所ひまわり 

熊本市神水一丁目２１番１６号 

有限会社健康共同ファル

マ 

平成２１年４月１日  

 （特定介護予防福祉用具販売） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

福祉用具貸与事業所ひまわり 

熊本市神水一丁目２１番１６号 

有限会社健康共同ファル

マ 

平成２１年４月１日  

 
 
熊本県告示第２９４号 
 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第２項の規定により公有水面埋立て
の出願があったので、同法第３条第１項の規定により次のとおり告示し、関係書類を縦覧
に供する。 
 なお、利害関係人で異議のある者は、縦覧期間の満了の日までに意見書を提出すること
ができる。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 出願者の住所及び氏名 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 御所浦漁港管理者 熊本県 
  天草市東浜町８番１号 天草市 
２ 埋立区域 
 (１)位置 
    天草市御所浦町御所浦字竹ノ内２０８１の１６、２０８１の１４、２０８１の１

７、２０８１の１３及び字堂ノ脇２２６９の２に隣接する無番地（堤）並びに２３
０５の９、２３０５の６地先公有水面 

  (２)区域 
    次の（１）の地点から（14）の地点までを順次直線で結んだ線及び（14）の地点

と（１）の地点を結ぶ平成２０年春分の日の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．６６メートル )
における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域 
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   （１）の地点 天草市御所浦町御所浦字堂ノ脇２３０５の９地内 地籍図根多角点 
         （ＬＬ１１４－４ 北緯３２度２０分５５．３９１７秒 東経１３０ 
         度２１分２６．４２４７秒）から３３９度２１分３５秒 １１１．８ 
         ７７メートルの地点                       
   （２）の地点 （１）の地点から １３２度０９分３２秒 ２１．２２０メートル 
                  の地点                    
   （３）の地点 （２）の地点から ２２２度０９分３２秒 １．０００メートルの 
                  地点                     
   （４）の地点 （３）の地点から １３２度０９分３２秒 ３．８００メートルの 
                  地点                     
   （５）の地点 （４）の地点から ４２度０９分３２秒 １．０００メートルの地 
                  点                     
   （６）の地点 （５）の地点から １３２度０９分３２秒 ２０．２００メートル 
                  の地点                    
   （７）の地点 （６）の地点から ２２２度０９分３２秒 １．０００メートルの 
                  地点                     
   （８）の地点 （７）の地点から １３２度０９分３２秒 ３．８００メートルの 
                  地点                     
   （９）の地点 （８）の地点から ４２度０９分３２秒 １．０００メートルの地 
                  点                     
   （10）の地点 （９）の地点から １３２度０９分３２秒 ２０．２００メートル 
                  の地点                    
   （11）の地点 （10）の地点から ２２２度０９分３２秒 １．０００メートルの 
                  地点                     
   （12）の地点 （11）の地点から １３２度０９分３２秒 ３．８００メートルの 
                  地点                     
   （13）の地点 （12）の地点から ４２度０９分３２秒 １．０００メートルの地 
                  点                     
   （14）の地点 （13）の地点から １３２度０９分３２秒 １２．３３８メートル 
                  の地点    
 (３)面積 
   ３，６４９．８０平方メートル 
３ 埋立てに関する工事の施行区域 
 (１)位置 
    天草市御所浦町御所浦字竹ノ内２０８１の１６、２０８１の１４、２０８１の１

７、２０８１の１３及び字堂ノ脇２２６９の２に隣接する無番地（堤）並びに２３
０５の９、並びに２２７０、２２７５、２２７６、２２８２、２２８４、２２８５
の２及び２２８６に隣接介在する無番地（道）並びに２３０５の６、２３０５の７、
字脇２８５２の１７及び２８５２の１２地内及び地先公有水面 

  (２)区域 
    次の（イ）の地点から（ワ）の地点までを順次直線で結んだ線及び（ワ）の地点

と（イ）の地点を直線で結んだ線により囲まれた区域            
（イ）の地点  天草市御所浦町御所浦字堂ノ脇２３０５の９地内 地籍図根多角 

          点（ＬＬ１１４－４ 北緯３２度２０分５５．３９１７秒 東経１ 
          ３０度２１分２６．４２４７秒）から３４７度４３分０４秒 １７ 
          ３．９１８メートルの地点                   

（ロ）の地点 （イ）の地点から １３２度０９分３２秒 １２１．７０８メート 
               ルの地点                  
（ハ）の地点 （ロ）の地点から ２１３度０９分４０秒 ６７．７０８メートル 
               の地点                   
（ニ）の地点 （ハ）の地点から ２０８度５１分１１秒 ２２．２７１メートル 
               の地点                   
（ホ）の地点 （ニ）の地点から ２１８度３０分５９秒 １２．５４３メートル 
               の地点                   
（ヘ）の地点 （ホ）の地点から ３１６度１６分４０秒 １５．１２４メートル 
               の地点                   
（ト）の地点 （ヘ）の地点から ３０４度０６分５６秒 １５．４５８メートル 
               の地点                   
（チ）の地点 （ト）の地点から ３１４度３２分２０秒 １３．７９１メートル 
               の地点                   
（リ）の地点 （チ）の地点から ３１９度０２分５２秒 １９．８７４メートル 
               の地点                   
（ヌ）の地点 （リ）の地点から ３２６度０７分２８秒 ３２．９１４メートル 
               の地点                   
（ル）の地点 （ヌ）の地点から ４２度１６分１７秒 ２９．４０９メートルの 
               地点                   
（ヲ）の地点 （ル）の地点から ３５３度１６分２２秒 ２７．３００メートル 
               の地点                   
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（ワ）の地点 （ヲ）の地点から ０度４０分２９秒 ２５．０４８メートルの地 
               点 

  (３)面積 
      １０，３８１．９７平方メートル 
４ 埋立地の用途 
     漁港施設用地 
５ 関係書類の縦覧場所 
   熊本県農林水産部漁港漁場整備課及び熊本県天草地域振興局農林水産部漁港課並

びに天草市経済部水産課 
６ 縦覧期間 
     告示の日から起算して３週間 

 
 
熊本県告示第２９５号   
 熊本県組合等施行土地区画整理事業補助金交付要項の一部を改正する要項を次のように
定める。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県組合等施行土地区画整理事業補助金交付要項の一部を改正する要項 
 熊本県組合等施行土地区画整理事業補助金交付要項（平成９年熊本県告示第２６３号）
の一部を次のように改正する。 
 第１条中「第３条の４」を「第３条の３」に改める。 
 第２条の見出しを「（補助対象事業）」に改め、同条中「第３条の５」を「第３条の４」
に改める。 
 別記第６号様式を次のように改める。 
別 記 第 ６ 号 様 式 （第６条関係）                     
 
                                                                番     号  
                                                 年  月  日  
 
 熊本県知事    様 
 
                                              （申請者） 
 
       年度熊本県組合等施行土地区画整理事業（地方特定道路整備事業）補   
   助金交付決定通知書 
      年  月  日付け  第    号で申請のあった    年度熊本県組合
等施行土地区画整理事業（地方特定道路整備事業）補助金については、熊本県補助金等交
付規則第４条の規定により次の条件を付して金       円を交付します。 
                                     記 
１ 事業の実施について次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認又は指示 
 を受けなければならない。 
  (１)  事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をするとき、又は事業の

内容の変更（軽微な変更を除く。）をするとき。 
  (２)  事業を中止又は廃止するとき。 
 (３)  事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。 
２  事業が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存する 
 ときは、知事の承認を得て補助事業の完了後これと同種の他の事業に使用する場合を除 
 き、当該物件の残存価格に当該事業に係る補助率（総事業費に対する補助金の割合）を 
 乗じて得た金額を県に返還しなければならない。 
３  事業が完了した場合において、補助事業の施行により発生した物件があるときは、当 
 該物件の価格を補助基本額から控除することがある。 
４  本補助金について、組合の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにす 
 る調書を作成しておかなければならない。 
 別記第８号様式及び別記第９号様式を次のように改める。 
別 記 第 ８ 号 様 式 （第７条関係）                     
 
                                                               番     号 
                                                年  月  日 
 
 熊本県知事    様 
 
                                               （申請者） 
 
       年度熊本県組合等施行土地区画整理事業（地方特定道路整備事業）補 
   助金変更交付決定通知書 
      年  月  日付け  第    号で申請のあった    年度熊本県組合
等施行土地区画整理事業（地方特定道路整備事業）の計画変更については、熊本県補助金
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等交付規則第７条の規定により承認し、熊本県組合等施行土地区画整理事業（地方特定道
路整備事業）補助金の額を金   円（前回までの交付決定額 金   円）に変更しま
す。 
                                     記 
１ 事業の実施について次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認又は指示 
 を受けなければならない。 
 (１)  事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をするとき、又は事業の

内容の変更（軽微な変更を除く。）をするとき。 
  (２)  事業を中止又は廃止するとき。 
 (３)  事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。 
２  事業が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存する 
 ときは、知事の承認を得て補助事業の完了後これと同種の他の事業に使用する場合を除 
 き、当該物件の残存価格に当該事業に係る補助率（総事業費に対する補助金の割合）を 
 乗じて得た金額を県に返還しなければならない。 
３  事業が完了した場合において、補助事業の施行により発生した物件があるときは、当 
 該物件の価格を補助基本額から控除することがある。 
４  本補助金について、組合の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにす 
 る調書を作成しておかなければならない。 
別 記 第 ９ 号 様 式 （第７条関係）                     
 
                                                               番     号 
                                                年  月  日 
 
 熊本県知事    様 
 
                                                （申請者） 
 
       年度熊本県組合等施行土地区画整理事業（地方特定道路整備事業）補 
   助金計画変更承認通知書 
      年  月  日付け  第    号で変更申請のあった    年度熊本県
組合等施行土地区画整理事業（地方特定道路整備事業）の計画変更については、これを承
認します。 
   附 則 
  この要項は、告示の日から施行する。 

 
 
熊本県告示第２９６号 
  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定により都市計画事業の
事業計画の変更の認可をしたので、同条第２項の規定において準用する同法第６２条第１
項の規定により次のとおり告示する。 
  平成２１年３月３１日     
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 施行者の名称 熊本市 
２ 都市計画事業の種類 熊本都市計画公園事業 ２・２・３１号 
３ 事業施行期間 平成９年８月１４日から平成２６年３月３１日まで 
４ 事業地 収用の部分 熊本市若葉四丁目１６０番外 
            使用の部分  熊本市若葉四丁目１６１番 

 
 
熊本県告示第２９７号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年３月３１日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 

備 考

一般県道 内牧坂梨線 阿蘇市一の宮町手野字八反田 

          ２６３番１地先から 

同所 

          ２６７番地先まで 

  153.7 単道改 

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月３１日 
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熊本県告示第２９８号 
 熊本県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年熊本県規則第５６号）別表第６第１項第６ 
号の規定により、知事が特に必要と認めて別に定める事項を次のように定め、平成２１年
４月１日から施行する。 
  平成２１年３月３１日                                      
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
山鹿市の区域における屋外広告物に関する事項 
１ 山鹿市の景観形成重点地区に係る基準 
 （１） 対象区域 次の表のとおり 

路線名 始   点 終   点 区域の範囲 

市道大橋西上町線 県道熊本山鹿自転車

道との交点 

県道畑中山鹿線との

交点 

路端から両側２０

メートル以内 

市道八千代座線 市道大橋西上町線と

の交点 

八千代座 路端から両側２０

メートル以内 
 （２） 対象行為 
     対象区域内における屋外広告物（屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第

２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）で、次に掲げるものの設置及び外
観の変更 

   ア はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーンで、９０日を 
超えて継続して掲出し、又は表示するもの 

   イ ア以外の広告物で、表示面積が１平方メートルを超えるもの 
 （３） 基準 
      ア 表示面積及び掲出数は、いずれも最小限とし、素材・意匠・色彩は歴史的な町

並みとの調和に努めるとともに、建築物と一体感があるものとなるように、看板、
のれん、軒灯等に創意工夫を施すよう配慮すること。 

   イ 建築物と一体のものとして掲出する場合は、壁及び屋根の全体を覆うような大
きいものを避けること。 

   ウ 一つの広告物の中でその表示面積の３分の１を超えて一つの色彩を使用する場
合は、その色彩は次表の有彩色基準を満たすよう努めること。 

色   相 明   度 彩   度 

R・YR系 ９．０以下 ６．０以下 

Y系 ９．０以下 ４．０以下 

GY・G・BG・B・PB・P・RP系 ９．０以下 ２．０以下 

２ 山鹿市の特定施設届出地区に係る基準 
 （１）  対象区域 次表に掲げる路線の路端から両側２０メートル以内の範囲 

路線名 始   点 終   点 

国道３号 福岡県との境界 植木町との境界 

国道３２５号 国道３号との交点 七城町との境界 

国道４４３号 国道３号との交点 和水町との境界 

県道日田鹿本線 国道３２５号との交点 大分県日田市との境界 

県道玉名山鹿線 国道３号との交点 和水町との境界 

県道菊池鹿北線 国道３号との交点 県道日田鹿本線との交点 

県道熊本菊鹿線 県道鹿本松尾線との交点 七城町との境界 

県道山鹿植木線 国道３号との交点 玉東町との境界 

県道和仁山鹿線 国道４４３号との交点 和水町との境界 

県道鹿本松尾線 県道熊本菊鹿線との交点 市道稗方立徳線との交点 

県道畑中山鹿線 国道３号との交点 市道伏鍋中尾線との交点 

農道東部農免道１

号線 

国道３号との交点 市道杉野馬見線との交点 

市道杉野馬見線 農道東部農免道１号線との交点 市道名塚中央線との交点 

市道名塚中央線 市道杉野馬見線との交点 市道新湧尾八ノ峰線との交点 

市道新湧尾八ノ峰

線 

市道名塚中央線との交点 市道湧尾八ノ峰線との交点 

市道湧尾八ノ峰線 市道新湧尾八ノ峰線との交点 国道３２５号との交点 

市道高校信田線 市道福原長坂線との交点 市道湧尾八ノ峰線との交点 

市道福原長坂線 市道吹上稲田線との交点 市道高校信田線との交点 
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市道吹上稲田線 市道福原長坂線との交点 市道湯ノ口南部線との交点 

市道湯ノ口南部線 市道吹上稲田線との交点 市道津袋・山鹿線との交点 

市道津袋・山鹿線 県道日田鹿本線との交点 市道湯ノ口南部線との交点 

市道新平小城三岳

線 

市道平小城三岳線との交点 国道３号との交点 

市道平小城三岳線 市道新平小城三岳線との交点 県道和仁山鹿線との交点 

市道稗方立徳線 県道鹿本松尾線との交点 菊池市との境界 

市道伏鍋中尾線 県道畑中山鹿線との交点 市道天の川中尾線との交点 

市道天の川中尾線 市道伏鍋中尾線との交点 市道福原長坂線との交点 

市道福原長坂線 市道天の川中尾線との交点 市道十三部御宇田線との交点 

市道十三部御宇田

線 

市道福原長坂線との交点 市道御宇田・山鹿線との交点 

市道御宇田・山鹿

線 

市道十三部御宇田線との交点 県道津留鹿本線との交点 

 （２） 対象行為 
     対象区域内における屋外広告物で、次に掲げるものの設置及び外観の変更 
   ア はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーンで、９０日を 

超えて継続して掲出し、又は表示するもの 
   イ ア以外の広告物で、表示面積が１平方メートルを超えるもの 
 （３）  基準 次の表のとおり 

事 項 基 準 

位置  道路等の公共用地に接する敷地境界線から広告物の中心線ま

 で１メートル以上後退するよう努めること。 

 

意匠 

 全体にまとまりのある意匠とすること。 

 極力小さく、箇所数は少なくし、周辺の景観との調和に配慮

 すること。 

色彩  周辺の景観との調和に配慮すること。 

 支柱及び広告の側面は茶系とするよう努めること。 

 

 

外観 

材料  周辺の景観と調和するような材料を使用すること。 

３ 山鹿市の大規模建築物等届出地区に係る基準 
 （１） 対象区域 山鹿市全域 
 （２） 対象行為 
    対象区域内における屋外広告物で、次に掲げるものの設置及び外観の変更 
   ア 建築物等（熊本県景観条例（昭和６２年熊本県条例第７号）第２条第２号の建築物

等（広告塔及び広告板を除く。）をいう。以下同じ。）から独立したもので、高さ１
３メートルを超えるもの又は一面の表示面積が１５平方メートルをこえるもの 

   イ 建築物等に付随するもので、建築物等の軒から５メートルの高さを超えるもの又は
一面の表示面積が１５平方メートルを超えるもの 

 （３） 基準 次の表のとおり 

事 項 基 準 

位置  道路等の公共用地に接する敷地境界線から広告物の中心線ま

 で１メートル以上後退するよう努めること。 

 

意匠 

 全体にまとまりのある意匠とすること。 

 極力小さく、箇所数は少なくし、周辺の景観との調和に配慮

 すること。 

色彩  周辺の景観との調和に配慮すること。 

 支柱及び広告の側面は茶系とするよう努めること。 

 

 

外観 

材料  周辺の景観と調和するような材料を使用すること。 

４ 二つ以上の地区の区域が重複する区域の取扱い 
   １から３までに掲げる地区のうち二つ以上の地区の区域が重複する区域には、その区 
 域に適用される基準のすべてを適用する。 

 
 
熊本県告示第２９９号 
 熊本県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年熊本県規則第５６号）別表第６第１項第６ 
号の規定により、知事が特に必要と認めて別に定める事項を次のように定め、平成２１年
４月１日から施行する。 
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  平成２１年３月３１日                                      
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
天草市の区域における屋外広告物に関する事項 
１ 天草市の景観形成地域に係る基準 
 （１） 対象区域 
   ア 天草景観形成地域（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
     （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草地域 
    振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
   イ 牛深景観形成地域（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
     （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草地域 
    振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
   ウ 天草町に係る景観形成地域 
    (ア) 下田景観形成地域（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
       （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草 
      地域振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
    (イ) 高浜景観形成地域（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
       （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草 
      地域振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
    (ウ) 福連木景観形成地域（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
       （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草 
      地域振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
    (エ) 大江景観形成地域（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
       （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草 
      地域振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
 （２） 対象行為 
   ア 対象区域内における建築物等（熊本県景観条例（昭和６２年熊本県条例第７号）

第２条第２項の建築物等。以下同じ。）の新築、増築、改築、移転、撤去、外観 
    を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、屋外広告物（屋 
    外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規定するものをいう。

以下同じ。）の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置、変更又は改造に係る
もの 

   イ 対象区域内における屋外広告物で、次に掲げるものの設置及び外観の変更 
    (ア) はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーンで、９０ 
      日を超えて継続して掲出し、又は表示するもの 
    (イ) （ア）以外の広告物で、表示面積が１平方メートルを超えるもの 
 （３） 基準 次の表のとおり 
   ア 天草景観形成地域 

事  項 基              準 

建築物等

の外観 

広告物に 

関する事

項    

 屋上には、広告物を設けないよう努めること。 

 壁面に設ける広告物等は、規模、意匠、形態、色彩などが

建築物本体と調和するよう努めること。 

 広告旗、はり紙、広告幕等の簡易広告物はできるだけ行わ

ないよう努めること。 

広告物に関する事項  位置は、道路からできる限り後退させるように努めるこ

と。 

 海への眺望に配慮し、海側となる道路沿線には設置しない

よう努めること。 

 設置数を極力抑えるとともに、規模、意匠、形態は周辺の

景観に調和するように努めること。 

 材料は、耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離などおこ

りにくいもので、質感が豊かなものを用いるよう努めるこ

と。 

 色彩は、周辺の景観との調和が図れるものとし、多色の使

用を避けるように努めること。 

 周辺の自然景観、集落の基調となじむように努めること。
   イ 牛深景観形成地域 

事  項 基              準 

広告物に関する事項  広告物を掲出する場合は、面積、設置数ともに最小限と

するよう努めるとともに、建物本体及び周辺の建物と調

和したデザインとするよう配慮すること。 

  屋上広告物は、できるだけ掲出しないように努めること。
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やむを得ず掲出する場合は、まち並みから突出しないデ

  ザインとするよう努めるほか、建物と一体として感じら

れるものとするよう努めること。 

 建物自体の壁面を隠すような広告物は設けないよう努め

ること。 

 材料は耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離のおこり

にくいもので質感豊かなもを用いるよう努めること。 

 高彩度色はアクセントとしての利用を基本とし、まち並

みや周辺の建物と調和するように配慮すること。また、

多色の使用を避けるように努めること。 

 広告幕、広告旗などは、できる限り掲出しないよう努める

こと。 
   ウ 天草町に係る景観形成地域 
    (ア) 下田景観形成地域 

事  項 基              準 

建築物等 

の外観 

広告物に

関する事

項    

 附帯する広告物等は建物との一体感に配慮すること。 

広告物にする事項    設置の位置はできるだけ道路から後退した位置とする

よう努めるものとし、足元の緑化等に努めること。 

 意匠、形態については周辺の景観に調和するよう努める

ものとし、多色使いは避けるよう努めること。 

 材料は耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離のおこり

にくいもので質感豊かなものとするよう努めること。 
    (イ) 高浜景観形成地域 

事  項 基              準 

建築物等

の外観  

広告物に 

関する事 

項    

 附帯する広告物等は建物との一体感に配慮すること。 

広告物に関する事項  設置の位置はできるだけ道路から後退した位置とするよ

う努めること。 

 意匠、形態については周辺の景観に調和するよう努める

ものとし、多色使いは避けるよう努めること。 

 材料は耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離のおこり

にくいもので質感豊かなものとするよう努めること。 
    (ウ) 福連木景観形成地域 

事  項 基              準 

建築物等

の外観  

広告物に 

関する事 

項    

 附帯する広告物等は建物との一体感に配慮すること。 

広告物に関する事項  設置の位置はできるだけ道路から後退した位置とするよ

う努めること。 

 意匠、形態については周辺の景観に調和するよう努める

ものとし、多色使いは避けるよう努めること。 

 材料は耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離のおこり

にくいもので質感豊かなものとするよう努めること。 
    (エ) 大江景観形成地域 

事  項 基              準 

建築物等

の外観  

広告物に 

関する事 

項    

 附帯する広告物等は建物との一体感に配慮すること。 

広告物に関する事項  設置の位置はできるだけ道路から後退した位置とするよ

  う努めるものとし、大江の教会の周囲については特に設
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置位置に配慮すること。 

  意匠、形態については周辺の景観に調和するよう努める

ものとし、多色使いは避けるよう努めること。 

 材料は耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離のおこり

にくいもので質感豊かなものとするよう努めること。 
２ 天草市の特定施設届出地区に係る基準 
 （１） 対象区域 次の表のとおり 

路線名 始   点 終   点 区域の範囲 

国道２６６号 国道３２４号との交

点 

道目木隧道入口 路端から両側２０メー

トル以内 
 （２） 対象行為 
    対象区域内における特定施設（熊本県景観条例第２条第５項に規定する特定施設。 

以下同じ。）及び同一敷地内でこれに附帯する施設でその敷地の全部又は一部が前
号の区域に係るものの新築、増築、改築、移転、撤去、外観を変更することとなる
修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、屋外広告物を掲出する物件の設置、変
更又は改造に係るもの 

 （３） 基準 次の表のとおり 

事 項 基              準 

特定施設及び附帯

施設の位置に関す

る事項 

 できるだけ道路から後退した位置とするよう努めること。 

 交差点等角地に立地する場合は、両方の道路から後退した位置と

するよう努めること。 

 広告塔、広告板については、建築物と調和が保てる位置であると

同時に、沿道において統一性の図れる位置とするよう努めるこ 

  と。 

特定施設及び附帯

施設の外観に関す

る事項 

 形状が整然として、しかも周辺と違和感のないものとするよう努

めること。色彩・素材はその地域の 基調となるものと合い、隣

接相互に調和するよう努めること。 

 電飾を含め、壁面の意匠はそれ自体乱雑とならず周辺との調和を

乱さないものとするよう努めること。 

 できるだけ設置箇所数を少なくし、また表示面積を小さくすると

ともにその沿道で統一性のとれたものとするように努めること。

 色彩については、できるだけ多色使いを避け、沿道の基調となる

ものに配慮すること。 

特定施設及び附帯

施設の敷地の緑化

に関する事項 

 広告塔、広告板その他の工作物の根元周囲には、根締めとなる修

 景緑化に努めること。 

その他  広告旗、広告幕等については、できるだけ行わないよう努めるこ

 と。 
３ 天草市の大規模行為に係る基準 
 （１） 対象区域 天草市全域 
 （２） 対象行為 
    （１）の対象区域内（第１項第１号の区域を除く。）における大規模行為（熊本

県景観条例第２条第６項第２号の行為。）で、屋外広告物の表示又は屋外広告物を 
   掲出する物件の設置、変更又は改造に係るもの（第２項第２号に掲げる行為を除く。） 
 （３） 基準 次の表のとおり 

事 項 基              準 

位置  道路等の公共用地に接する敷地境界線からできるだけ後退し

た位置とするよう努めること。 

 

意匠 

 周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある意匠

とするよう努めること。 

 附帯する広告物は、極力小さく、箇所数は少なくし、周辺の

景観との調和に配慮すること。 

色彩  色彩は、周辺の景観との調和に配慮すること。 

 

 

 

外観 

材料  周辺の景観と調和するような材料を使用すること。 
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熊本県告示第３００号 
 熊本県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年熊本県規則第５６号）別表第６第１項第６ 
号の規定により、知事が特に必要と認めて別に定める事項を次のように定め、平成２１年
４月１日から施行する。 
  平成２１年３月３１日                                      
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
苓北町の区域における屋外広告物に関する事項 
１ 苓北町の景観形成地区に係る基準 
 （１） 対象区域 
   ア 富岡景観形成地区（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
     （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草地域 
    振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
   イ 志岐景観形成地区（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
     （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草地域 
    振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
   ウ 憩いの拠点景観形成地区（次の図において区域境界線により区切られる地域。） 
     （「次の図は省略し、その図面を熊本県土木部都市計画課及び熊本県天草地域 
    振興局土木部に据え置いて縦覧に供する。） 
 （２） 対象行為 
   ア 対象区域内における建築物等（熊本県景観条例（昭和６２年熊本県条例第７号）

第２条第２項の建築物等。以下同じ。）の新築、増築、改築、移転、撤去、外観 
    を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、屋外広告物（屋 
    外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規定するものをいう。

以下同じ。）の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置、変更又は改造に係る
もの 

   イ 対象区域内における屋外広告物で、次に掲げるものの設置及び外観の変更 
    (ア) はり紙、はり札等、立看板等、広告旗、広告幕及びアドバルーンで、９０ 
      日を超えて継続して掲出し、又は表示するもの 
    (イ) （ア）以外の広告物で、表示面積が１平方メートルを超えるもの 
 （３） 基準 次の表のとおり 
   ア 富岡景観形成地区 

事  項 基              準 

富岡城ゾーン  周辺の景観に配慮した高さとなるよう努めること。 屋外広

告物 富岡港ゾーン  周辺の景観に配慮した高さとなるよう努めること。 

  周辺の景観に配慮した配置となるよう努めること。 

 富岡の歴史景観に配慮した意匠を導入するよう努めるこ 

 と。 

 

富岡集落ゾー 

ン 

 集落内の主要道路沿線における屋外広告物は、歴史的景

 観に配慮した意匠となるよう努めること。 
   イ 志岐景観形成地区 

事  項 基              準 

役場周辺ゾー 

ン 

 周辺の景観と調和した大きさとなるよう努めること。 屋外広

告物 

志岐城跡ゾー 

ン 

 周辺の景観に配慮した高さとなるよう努めること。 

 周辺の景観に配慮した配置となるよう努めること。 

 志岐の歴史景観に配慮した意匠を導入するよう努めるこ 

 と。 

 基調色は原色の使用を避けるよう努めること。 
   ウ 憩いの拠点景観形成地区 

事  項 基              準 

大師山公園  空や海の眺望に配慮し、高さを可能な限り抑えるよう努 

 めること。 

 自然素材を用いるよう努めること。 

 周辺の自然環境との調和に配慮し、彩度の低い色彩を用 

 いるよう努めること。 

屋外広

告物 

天神山公園  空や海の眺望に配慮し、高さを可能な限り抑えるよう努 

 めること。 

 自然素材を用いるよう努めること。 

 周辺の自然環境との調和に配慮し、彩度の低い色彩を用 
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  いるよう努めること。 

黒染溜池  自然素材を用いるよう努めること。 

 基調色は、周辺の自然環境との調和に配慮し、彩度の低 

 い色彩を用いるよう努めること。 

志岐ダム  一般広告物はできるだけ行わないよう努めること。 

都呂々ダム  一般広告物はできるだけ行わないよう努めること。 

妙見の滝  一般広告物はできるだけ行わないよう努めること。 

 自然素材を用いるよう努めること。 

 色彩は、滝や海、空の青色に配慮し、多色の使用は避け 

 るよう努めること。 

志岐山展望 

所 

 遠景に配慮した高さとなるよう努めること。 

 自然素材を用いるよう努めること。 

 基調色は、周辺の自然景観との調和に配慮し、彩度の低 

 い色彩を用いるよう努めること。 
２ 苓北町の特定施設届出地区に係る基準 
 （１） 対象区域 次の表のとおり 

路線名 始   点 終   点 区域の範囲 

国道３２４号 苓北町上津深江と坂 

瀬川との境界 

国道３８９号との交

点 

路端から両側１００メ

ートル以内 
 （２） 対象行為 
    対象区域内における特定施設（熊本県景観条例第２条第５項に規定する特定施設。

以下同じ。）及び同一敷地内でこれに附帯する施設でその敷地の全部又は一部が前
号の区域に係るものの新築、増築、改築、移転、撤去、外観を変更することとなる
修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち、屋外広告物を掲出する物件の設置、変
更又は改造に係るもの 

 （３） 基準 次の表のとおり 

事 項 基              準 

特定施設及び附帯 

施設の位置に関す 

 できるだけ道路から後退した位置とするよう努めること。 

 交差点等角地に立地する場合は、両方の道路から後退した位

る事項  置とするよう努めること。 

 広告塔、広告板については、建築物と調和が保てる位置である 

 と同時に、沿道において統一性の図れる位置とするよう努める 

 こと。 

特定施設及び附帯 

施設の外観に関す 

る事項 

 形状が整然として、しかも周辺と違和感のないものとするよ

う努めること。色彩・素材はその地域の基調となるものと合

い、隣接相互に調和するよう努めること。 

 電飾を含め、壁面の意匠はそれ自体乱雑とならず周辺との調和 

 を乱さないものとするよう努めること。 

 できるだけ設置箇所数を少なくし、また表示面積を小さくする 

 とともにその沿道で統一性のとれたものとするように努めるこ 

 と。 

 色彩については、できるだけ多色使いを避け、沿道の基調とな 

 るものに配慮すること。 

特定施設及び附帯 

施設の敷地の緑化 

に関する事項 

 広告塔、広告板その他の工作物の根元周囲には、根締めとな

る修景緑化に努めること。 

その他  広告旗、広告幕等については、できるだけ行わないよう努める 

 こと。  
３ 苓北町の大規模行為に係る基準 
 （１） 対象区域 苓北町全域 
 （２） 対象行為 
    （１）の対象区域内（第１項第１号の区域を除く。）における大規模行為（熊本

県景観条例第２条第６項第２号の行為。）で、屋外広告物の表示又は屋外広告物を 
   掲出する物件の設置、変更又は改造に係るもの（第２項第２号に掲げる行為を除く。） 
 （３） 基準 次の表のとおり 
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事 項 基              準 

位置  道路等の公共用地に接する敷地境界線からは、できるだけ後

退した位置とするよう努めること。 

 

意匠 

 周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある意匠

とするよう努めること。 

 附帯する広告物は、極力小さく、箇所数は少なくし、周辺の

景観との調和に配慮すること。 

色彩  色彩は、周辺の景観との調和に配慮すること。 

 

 

 

外観 

材料  周辺の景観と調和するような材料を使用すること。 

 
 
熊本県告示第３０１号 
 平成２０年１１月２８日熊本県告示第１０４５号（熊本県屋外広告物条例施行規則別表
第６第１項第６号の規定により、知事が特に必要と認めて別に定める事項）は、平成２１
年４月１日に廃止する。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 
 
熊本県告示第３０２号 
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第
５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、土砂災害警戒区域及び土砂災害特
別警戒区域を次のとおり指定する。 
  平成２１年３月３１日 
                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 宇土市 
  (１)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      浦小松－１（２１１－１－０２２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (２)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      浦小松－２（２１１－１－０２２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市上網田町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (３)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小松（２１１－１－０２３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
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     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (４)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      西長浜（２１１－１－０２４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (５)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      東長浜－１（２１１－１－０２５－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
      オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策     

の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に     
関する事項 

           次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (６)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      東長浜－２（２１１－１－０２５－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
      オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
           次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (７)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号)           
       長浜－１（２１１－１－０２６－１）                            
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
       次の図のとおり 
     エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類  
            急傾斜地の崩壊 
     オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
      の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
      関する事項                                                             
         次の図のとおり                                                       
     （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。）                                             
  (８)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号）             
       長浜－２（２１１－１－０２６－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地                     
            宇土市長浜町                                                     
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示                       
       次の図のとおり                                                       
     エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類                               
            急傾斜地の崩壊                                                  
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        オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
      の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
      関する事項                                                             
         次の図のとおり                                                       
     （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。）                                             
  (９)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号）             
       多出迫１（２１１－１－０２７）                                 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地                     
            宇土市長浜町                                                    
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示                       
       次の図のとおり                                                       
     エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類                               
            急傾斜地の崩壊                                                   
     オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
      の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
      関する事項                                                             
         次の図のとおり                                                       
     （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
     部に備え置いて縦覧に供する。）                                          
 (10)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池（Ａ）（２１１－１－０２８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (11)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池（Ｂ）－１（２１１－１－０２９－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (12)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池（Ｂ）－２（２１１－１－０２９－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (13)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      長部田－１（２１１－１－０３０－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市住吉町、網津町、長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (14)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      長部田－２（２１１－１－０３０－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市住吉町、網津町、長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (15) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      多出迫２－１（２１１－２－０１８－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (16) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      多出迫２－２（２１１－２－０１８－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。）     
 (17) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池１（２１１－２－０１９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (18) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池２（２１１－２－０２０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市網津町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
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      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (19) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      笠爪１（２１１－２－０２７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
       次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (20) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      笠爪３（２１１－２－０２８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (21) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      田平２（２１１－３－００９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市上網田町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
       次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (22) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小松（２１１－３－０１０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
       次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (23) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      多出迫３（２１１－３－０１１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
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      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (24) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池３（２１１－３－０１２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (25) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池４（２１１－３－０１３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (26) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      小池５（２１１－３－０１４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (27) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      長浜川（２１１－１－０３８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      宇土市長浜町 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      土石流 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び宇城地域振興局土木 
    部に備え置いて縦覧に供する。） 
２ 山都町 
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 (１) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１－１（４４５－１－０１１－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (２) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１－２（４４５－１－０１１－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (３) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１－３（４４５－１－０１１－３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
       次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (４) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１－４（４４５－１－０１１－４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (５) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中園－１（４４５－１－０１２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (６) ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中園－２（４４５－１－０１２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 （７)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫１（４４５－１－０１３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
        （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。）    
  (８)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      岩立１－１（４４５－１－０１４－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (９)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      岩立１－２（４４５－１－０１４－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (10)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      岩立１－３（４４５－１－０１４－３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
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     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (11)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫２（４４５－１－０１６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (12)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫３（４４５－１－０１７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (13)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴２（４４５－１－０１８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (14)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴１－１（４４５－１－０１９－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (15)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴１－２（４４５－１－０１９－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
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    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (16)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      一ノ瀬２（４４５－２－００１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 （17)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      一ノ瀬３－１（４４５－２－００２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (18)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      一ノ瀬３－２（４４５－２－００２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり     
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (19)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大藪１－１（４４５－２－００３－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
      次の図のとおり     
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (20)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大藪１－２（４４５－２－００３－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。）  
  (21)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大藪２－１（４４５－２－００４－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (22)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      大藪２－２（４４５－２－００４－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (23)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野２（４４５－２－００５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (24)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１６－１（４４５－２－００６－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (25)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１６－２（４４５－２－００６－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
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       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (26)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１６－３（４４５－２－００６－３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (27)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１６－４（４４５－２－００６－４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (28)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１６－５（４４５－２－００６－５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (29)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１２（４４５－２－００８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (30)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１３（４４５－２－００９） 
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       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
 (31)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１４－１（４４５－２－０１０－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (32)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１４－２（４４５－２－０１０－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (33)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１５－１（４４５－２－０１１－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (34)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１５－２（４４５－２－０１１－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所  
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
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  (35)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１７（４４５－２－０１２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (36)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      一ノ瀬５（４４５－２－０２４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所  
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (37)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野７－１（４４５－２－０２５－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (38)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野７－２（４４５－２－０２５－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (39)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野９－１（４４５－２－０２６－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
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    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (40)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野９－２（４４５－２－０２６－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (41)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１０－１（４４５－２－０２７－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (42)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野１０－２（４４５－２－０２７－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (43)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      稲生野８（４４５－２－０２８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (44)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫５（４４５－２－０５７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
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     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (45)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫６（４４５－２－０５８） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (46)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫７（４４５－２－０５９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
     ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (47)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫８（４４５－２－０６１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (48)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫９－１（４４５－２－０６２－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (49)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫９－２（４４５－２－０６２－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
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    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (50)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫９－３（４４５－２－０６２－３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (51)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫１０（４４５－２－０６３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (52)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      後迫１１（４４５－２－０６４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (53)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      西谷－１（４４５－２－０６５－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (54)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      西谷－２（４４５－２－０６５－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
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    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (55)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      岩立２（４４５－２－０６６） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (56)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川１－１（４４５－２－０８６－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (57)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川１－２（４４５－２－０８６－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (58)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川２（４４５－２－０８７） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (59)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川３－１（４４５－２－０８８－１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
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    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (60)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川３－２（４４５－２－０８８－２） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (61)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川４（４４５－２－０８９） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (62)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      中川５（４４５－２－０９０） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (63)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴３（４４５－２－０９１） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (64)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴４（４４５－２－０９２） 
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       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (65)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴５（４４５－２－０９３） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (66)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴７（４４５－２－０９４） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
       ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 
  (67)  ア 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所名（番号） 
      杉ノ鶴６（４４５－２－０９５） 
       イ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の所在地 
      山都町御所 
    ウ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 
      次の図のとおり 
    エ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 
      急傾斜地の崩壊 
    オ 同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策 
     の推進に関する法律施行令（平成１３年政令第８４号）第４条で定める衝撃に 
     関する事項 
        次の図のとおり 
    （「次の図」は省略し、その図面を熊本県土木部砂防課及び上益城地域振興局土 
    木部に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第３０３号   
 軽費老人ホームのサービス提供費用等の額に関する規程の一部を改正する規程を次のよ
うに定める。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   軽費老人ホームのサービス提供費用等の額に関する規程の一部を改正する規程 
 軽費老人ホームのサービス提供費用等の額に関する規程（平成２１年熊本県告示第１６
８号）の一部を次のように改正する。 
 第８条第１号及び第２号を削り、同条第３号中「別記３民間施設給与等改善費」を「別
記民間施設給与等改善費」に改め、同号を同条第１号とし、同条第４号を同条第２号とす
る。 
 別記１及び別記２を削り、別記３を別記とする。 
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 別記第１号様式から別記第６号様式までを削り、別記第７号様式を別記第１号様式とし、
別記第８号様式を別記第２号様式とする。 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。    

 
 
熊本県告示第３０４号   
  熊本県中小企業融資制度要項を次のように定める。 
    平成２１年３月３１日 
                                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
    熊本県中小企業融資制度要項 
 （目的） 
第１条 この要項は、県内中小企業者の金融の円滑化を図り、県内中小企業者の振興を図 
 ることを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この要項において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法（昭和２５年法律第 
 ２６４号）第２条第１項に定める中小企業者をいう。 
 （融資資金） 
第３条 この要項に基づき融資する資金（以下「本資金」という。）は次のとおりとする。 
 (１) 熊本県産業活性化資金 
 (２) 熊本県金融円滑化特別資金 
 (３) 熊本県小規模事業者おうえん資金 
 (４) 熊本県創業者支援資金 
 (５) 熊本県新事業展開支援資金 
 (６) 熊本県経営サポート資金 
 (７) 熊本県中小企業短期資金 
２ 前項各号の融資対象者、資金使途、融資限度額、取扱金融機関、融資条件等は、別に 
 定める。 
 （融資対象者） 
第４条 融資対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。 
 (１)  熊本県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証対象となる事業を営む 
  中小企業者であること。 
 (２) 県内で同一の事業を１年以上営んでいること。ただし、熊本県創業者支援資金及 
  び新事業展開支援資金で新会社を設立した場合で融資を受ける場合を除く。 
 (３) 借入目的と同一事業を１年以上営んでいること。ただし、熊本県創業者支援資金 
  及び新事業展開支援資金で融資を受ける場合を除く。 
 (４) 取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。 
 (５) 保証協会に対して代位弁済による求償債務がないこと。 
 (６) 納期が到来した県税について滞納がないこと。 
 （信用保証） 
第５条 本資金のうち第３条第１項第１号から第６号までに規定する資金は保証協会の信 
 用保証（以下「保証」という。）に付するものとし、同項第７号に規定する資金は取扱 
 金融機関の定めにより行う。 
 （融資申込） 
第６条 本資金の融資を受けようとする者は、別に定める申込書及び提出書類（以下「申 
 込書等」という。）を事業所所在地の商工会議所、商工会若しくは中小企業団体中央会 
 （以下「商工団体」という。）又は金融機関に提出するものとする。 
 （融資のあっせん及び審査） 
第７条 前条の申込書等を受理した商工団体は、速やかに内容の審査を行い、審査の結果、 
 融資を行うことが適当と認めたときは、別に定める商工団体意見書（以下「意見書」と 
 いう。）を作成し、申込者に交付する。 
 （取扱金融機関の審査） 
第８条 第６条の申込書等を受理した金融機関は、速やかに内容の審査を行い、受理した 
 申込書等に保証協会の求める書類を添えて保証協会に送付するものとする。 
 （保証協会の審査） 
第９条 前条の書類等を受理した保証協会は、速やかに内容の審査を行い保証することが 
 適当と認めるときは、信用保証書を当該取扱金融機関に送付するものと 
 する。 
 （融資の実行） 
第１０条 前条の信用保証書を受理した取扱金融機関は、融資が適当と認めるときは融資 
 を実行するものとする。 
 （重複貸付の特認） 
第１１条 本資金の融資を受けようとする者は、熊本県歳計現金余裕金貸付規則（昭和３ 
 ４年熊本県規則第１４号。以下「貸付規則」という。）第８条ただし書きの規定により 
 知事が必要と認めた者として、本資金の融資を重複して受けることができるものとする。 
 （借換え） 
第１２条 熊本県金融円滑化特別資金については、熊本県中小企業融資制度で別に定める 
 資金の債務返済を目的として融資を受けることができる。ただし、経済産業省の責任共 
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 有制度要綱（平成18・09・12中庁第２号）に定める責任共有制度対象として融資を受け 
 た資金を責任共有制度対象外となる資金に借り換えることはできない。 
 （貸付原資） 
第１３条 県は、本資金を運用するために、歳計現金の運用状況を勘案し、予算の範囲内 
 で貸付規則に基づき取扱金融機関に貸付け（以下「預託」という。）を行う。 
２ 取扱金融機関は、預託を受ける場合は、貸付規則に基づく手続きを行うものとする。 
 ただし、預託を必要としない場合は、県に別に定める預託辞退届を提出するものとする。 
３ 前２項による預託を受けた取扱金融機関は、貸付を受けた資金に別に定める自己資金 
 を加えて融資枠を設定し、この要項で定めるところにより融資を行うものとする。 
 （損失補償） 
第１４条 県は、この制度の実施のため、保証協会との間に損失補償契約を締結する。 
 （虚偽の申込みによる期限の利益の喪失） 
第１５条 取扱金融機関及び保証協会は、この要項に基づく融資について制度の利用者に 
 関係書類の不実記載、資金使途の虚偽流用等この要項に違反する事項があると認めたと 
 きは、当該利用者に対して期限の利益を喪失させて融資の返還を求めることができる。 
 この場合において、融資の返還については、個々の事情に応じた措置を講じるものとす 
 る。 
 （歩積、両建等の禁止） 
第１６条 取扱金融機関は、この要項に基づく融資について歩積又は両建等の条件を付け 
 てはならない。 
 （融資状況の報告） 
第１７条 保証協会は、毎月、別に定める融資状況報告書を県に提出しなければならない。 
 （協議、調査等） 
第１８条 県は、この要項の適正かつ円滑な運営を図るため、取扱金融機関、保証協会、 
 商工団体等と適宜協議するとともに、必要と認めるときは報告を求め、又は調査を行う 
 ことができる。 
 （雑則） 
第１９条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
  附 則 
 （施行期日） 
１ この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 
 （熊本県産業活性化資金融資制度要項等の廃止） 
２ 次に掲げる融資制度要項は廃止する。 
 (１) 熊本県産業活性化資金融資制度要項（平成１７年熊本県告示第５１２号） 
 (２) 熊本県金融円滑化特別資金融資制度要項（平成１３年熊本県告示第３２６号） 
 (３) 熊本県小規模事業者おうえん資金融資制度要項（平成１９年熊本県告示第７８６ 
  号） 
 (４) 熊本県創業者支援資金融資制度要項（平成８年熊本県告示第３８４号） 
 (５) 熊本県新事業展開支援資金融資制度要項（平成１６年熊本県告示第２９３号） 
 (６) 熊本県経営サポート資金融資制度要項（平成１９年熊本県告示第３１９号） 
 (７) 熊本県中小企業短期資金融資制度要項（昭和４９年熊本県告示第４９９号の２） 
 （経過措置） 
３ この要項の施行日前に、前項の要項による改正前の規定により貸付がなされた資金に 
 ついては、なお従前の例による。  
 
 
 
 
 
熊本県公告第１５１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    菊池郡大津町大字陣内字鍛冶ノ迫２０３２番１の一部及び同２０３７番の一部 
  ４，４１８．７１平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   菊池郡菊陽町光の森七丁目１６番地２ 
    社会福祉法人愛和学院 

 
 
熊本県公告第１５２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

 公  告 



 平成 21 年 3 月 31 日 火曜    熊 本 県 公 報          第１１７９３号 64 

    菊池市泗水町南田島字宮迫１７９０番２の一部、同１７９３番の一部、同１７９４番 
 の一部及び同１８６６番の一部 
  ４，５０４．５８平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   菊池市泗水町南田島１８４５番地 
    社会福祉法人友朋会 

 
 
熊本県公告第１５３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市須屋字石ノ窪２４６７番１の一部、同２４６７番２の一部、同２４６７番６、 
 同２４６７番８、同２４６７番９、同２４６８番３及び里道の一部 
    １，３６１．４３平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   合志市須屋８７６番地エスペランサ須屋１０５ 
    有満 寛 
    山鹿市鹿本町来民１２６１番地１ 
    角田 孝信 

 
 
熊本県公告第１５４号 
 八代市に事務所を置く八代平野南部土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨
の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定
より公告する。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 役職名     氏   名    住  所 

 退任 

   理事 

   理事 

   理事 

    

 折口 昭博 

  山田 渡 

  福田 清治 

 

  八代市高下東町３８９番地 

  八代市平山新町５８０７番地 

  八代市奈良木町２８１番地 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

  監事 

   監事 

   監事 

   監事 

 就任   

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

  作田 末喜 

  三宅 秋雄 

  梅田 洋一郎 

  千代永 義光 

  松下 健一 

  千代永 良市 

  兵藤 敏行 

  山本 善嶽 

  木下 幸一 

  増田 寛明 

  丸尾 敏勝 

  村上 信彦 

  宮本 國昭 

  田上 清次 

  藤本 繁成 

  川上 昭俊 

 

  宮本 國昭 

  福岡 文雄 

  作田 末喜 

  内田 保広 

  田中 茂光 

  田上 清次 

  兵藤 敏行 

  八代市本野町１７６４番地 

  八代市植柳下町４９５８番地 

 八代市大福寺町５３９番地 

 八代市水島町２２０１番地の１６ 

 八代市揚町３３０番地 

 八代市水島町３０２１番地 

 八代市敷川内町７１０番地 

 八代市催合町８２４番地 

 八代市日奈久山下町３４７６番地の１ 

 八代市日奈久大坪町３８００番地の３ 

 八代市日奈久大坪町１８番地の２ 

 八代市日奈久新田町１９２５番地 

 八代市豊原中町２４５１番地 

 八代市植柳上町４９８３番地 

 八代市水島町２５２２番地 

 八代市日奈久大坪町９８９番地 

 

  八代市豊原中町２４５１番地 

  八代市奈良木町５３２番地 

  八代市本野町１７６４番地 

  八代市平山新町５６０６番地 

  八代市大福寺町９６番地 

  八代市植柳下町２８２５番地の２ 

  八代市敷川内町７１０番地 
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   理事   松下 健一   八代市揚町３３０番地 

  理事 

  理事 

  理事 

  理事 

   理事 

   理事 

   理事 

  監事 

   監事 

   監事 

   監事 

  小林 幸生 

  植田 直年 

  千代永 義光 

  下山 竹次郎 

  村上 清弘 

  杉本 秀雄 

  犬置 久男 

  園田 悟 

  松本 幸一 

  内藤 浩幸 

  桑原 信弘 

 八代市催合町８４１番地の１ 

  八代市高植本町１２４１番地 

  八代市水島町２２０１番地の１６ 

  八代市日奈久山下町３４１６番地 

  八代市日奈久新田町２１５１番地 

  八代市日奈久新田町３７２５番地 

  八代市日奈久大坪町９９６番地 

  八代市高下東町１４８番地 

  八代市植柳下町４２３９番地 

  八代市高植本町１１２５番地 

  八代市日奈久塩北町４４５０番地 
 

 
熊本県公告第１５５号 
 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第６６条第１項の規定による処分をし
たので、同法第７０条第１項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年３月３１日   
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 被処分者 
    名 称    株式会社大成 
    代表者氏名  代表取締役 江本 重正 
    事務所所在地 熊本県熊本市新大江一丁目１－１－７０１号 
    免許証番号    熊本県知事（１）第４４１７号 
    免許年月日  平成１７年５月２０日 
２ 処分年月日 
  平成２１年３月１９日 
３ 処分内容 
  免許の取消し 
４ 適用条項 
  宅地建物取引業法第６６条第１項第９号 

 
 
熊本県公告第１５６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡益城町大字広崎字花立１０３９番１ 
  １，７３２．９２平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
    熊本市沼山津四丁目３番１８２号 
  光岡 逸男 

 
 
熊本県公告第１５７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    菊池郡菊陽町大字原水字北沖野５７５６番３、同５７５７番３、同５７５８番１、同 
 ５８００番２９９、同５８００番３００及び水路 
    ２，８７２．９６平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   菊池郡菊陽町津久礼７６番地３ 
    有限会社ジョイント 
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熊本県訓令第３号 
                  本庁各部（局）課（総室・室・センター）    
                                    各  地  方  出  先  機  関   
 熊本県税事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
   熊本県税事務取扱規程の一部を改正する訓令 
 熊本県税事務取扱規程（昭和４７年熊本県訓令第９号）の一部を次のように改正する。 
 第１５条第２項第２号中「法人等」を「法人」に改める。 
 第２６条の見出しを「（税額変更等の取扱い）」に改め、同条第１項中「所得税」を「局
長等は、所得税」に、「に基づく」を「により」に、「課税標準額又は税額の更正又は減
免」を「課税標準額若しくは賦課決定された税額の変更又は減免を行う場合」に、「個人
事業税更正（減免）通知書」を「個人事業税賦課決定等通知書」に改め、同条第２項中「更
正又は取消」を「税額等の変更又は課税の取消し」に改める。 
 第３３条第２項中「法人事業税申告納付期限延長承認通知書」を「法人事業税・地方法
人特別税申告納付期限延長承認通知書」に改める。 
 第３６条中「法人県民税・法人事業税更正・決定決議書」を「法人県民税・法人事業税・
地方法人特別税更正・決定決議書」に、「法人県民税・法人事業税更正・決定通知書」を
「法人県民税・法人事業税・地方法人特別税更正・決定通知書」に改める。 
 第４０条第２項中「法人等の設立・異動届出書（規則別記第２９号の４の４様式)」を
「法人設立（設置）届（規則別記第２９号の４の４様式）又は法人異動届（規則別記第２
９号の４の５様式）」に改める。 
 第４０条の２の見出しを「（法人設立（設置）届等の取扱い）」に改め、同条中「法人
等の設立異動届出書」を「法人設立（設置）届又は法人異動届」に改める。 
 第５１条に次の１項を加える。 
２ 局長等は、前項の評価価格を変更した場合は、不動産価格決定内容変更通知書（別記
 第２９号の４様式）により、速やかに関係市町村長に通知するものとする。 
 第５２条中「不動産取得税賦課決定決議書」を「不動産取得税賦課決定等決議書」に改
める。 
 第５３条の見出しを「（税額変更等の取扱い）」に改め、同条第１項中「不動産取得税
に係る税額を更正し、又は取り消す」を「賦課決定された税額を変更し、賦課決定を取り
消し、又は徴収を猶予する」に、「不動産取得税賦課決定決議書」を「不動産取得税賦課
決定等決議書」に改め、同条第２項を削る。 
 第８９条の見出しを「（納税通知書の作成及び税額変更等の手続）」に改め、同条第２
項を次のように改める。 
２ 熊本県税事務所長は、賦課決定された税額を変更し、又は賦課決定を取り消す場合に
 おいては、鉱区税賦課決定（取消）決議書（別記第６９号様式）により行い、鉱区税賦
 課決定（取消）通知書（別記第７０号様式）により納税義務者に通知するものとする。 
 第１３８条第１項第１号中「過誤納金、還付加算金還付（充当）決議書」を「過誤納金、
還付加算金還付・充当（委託納付）決議書」に改め、同項第２号中「過誤納金還付・充当
通知書」を「過誤納金還付・充当等通知書」に改め、同条第２項中「過誤納金、還付加算
金還付（充当）決議書」を「過誤納金、還付加算金還付・充当（委託納付）決議書」に改
める。 
 第１３９条第３項中「過誤納金の充当による調定減額決議書」を「過誤納金の充当・委
託納付による調定減額決議書」に改める。 
 別表第１中県税決算書の項及び県税調定収入報告書の項を削る。 
 別記第９号様式を次のように改める。 
 

別記第9号様式(第26条関係) 

個人事業税賦課決定等通知書 

年  月  日 

 

                   様 

 

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長 
印 

 個人事業税を次のとおり  増額・減額・取消・減免  することとしましたので、通知し

ます。                               （単位：円）  
 

 訓  令 
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  所得分 納税者番号   

区 分 前 回 今 回 増 差 

総 所 得 金 額     

事業専従者控除額     

そ の 他 の 控 除 額     

事 業 主 控 除 額     

課 税 所 得 金 額     

  

年 税 額       

一 期       

二 期       

税

額 

内

訳 随 時       

・ 課税の根拠  地方税法第72条の50 

・ 既に納付済みの方で賦課決定等によって過納となった方には、別途送金払戻し(その

他の未納税額のある方には充当のうえ別途充当通知)をいたします。 

  なお、未納の方は地域振興局(県税事務所)へ至急お納めください。 

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60

日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をする

ことができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を

受けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告

の代表者となります。)提起することができます。 

なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を

経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいずれかに

該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

(注) この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。 
 

 
 
 別記第１４号様式中「法人事業税申告納付期限延長承認通知書」を「法人事業税・地方
法人特別税申告納付期限延長承認通知書」に改める。 
 別記第１６号様式を次のように改める。 
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別記第16号様式(第36条関係) 

                

  
決

裁                 

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税 更正・決定決議書 

起 案 日    年  月  日  

決 裁 日    年  月  日  

通知(予定)日    年  月  日  

 地方税法第55条第   項又は同法第72条   第   項及び地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条の規定により次のとお

り更正・決定し、通知してよろしいか。 

納 税 者 番 号   
事業年度(連結事業
年度)・計算期間

年  月  日から  年  月  日まで

法 人 所 在 地   

法 人 名   

法 人 県 民 税              (単位：円)

今回の更正・決定額 既 確 定 額 
区 分 

課税標準額 税率(％) 税 額 課税標準額 税 額 
差引過不足税額

            

利 子 割 額     利 子 割 額     法 人 税 割 

差引法人税割額     差引法人税割額     

均 等 割             

計             

  こ の 更 正 ・ 決 定 に よ り 納 付 す べ き 県 民 税 額   

 法 人 事 業 税                (単位：円)

今回の更正・決定額 既 確 定 額 
区 分 

課税標準額 税率(％) 税 額 課税標準額 税 額 
差引過不足税額

年 万円以下の金額             

年 万円を超え 万
円以下の金額             

年 万円を超える金額             

計             

 
(

特
定
信
託
所
得
割)

所

得

割 

軽減税率不適用法人
の金額             

付 加 価 値 割             

資 本 割             

収 入 割             

合計事業税額             

  
端数処理後の
事 業 税 額 

  

地 方 法 人 特 別 税        (単位：円)

今回の更正・決定額 既 確 定 額 
区 分 

課税標準額 税率(％) 税 額 課税標準額 税 額 
差引過不足税額

所得割に係る額       

収入割に係る額       

計        

 
端数処理後の
地方法人特別税額 

 

区 分 対 応 税 額 税率(％) 加 算 金 額 既納付確定額 増 減 額 

過 少 申 告           

(加重対象分)           

不 申 告           

加

算

金
重           

区 分 法人事業税 地方法人特別税

過少申告   

不 申 告   
 

増減額 

の内訳 

重   

指 定 納 期 限 年 月 日 
この更正・決定により納付すべき事業税、地方法人特別税及
び加算金の合計額 

  

この更正・決定の基礎   

備 

考 

  

 (注) この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。  
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 別記第２９号の３様式の次に次の１様式を加える。 
 

別記第29号の4様式(第51条関係) 

    

年 度  区 分 課 税 地 取 扱 者 

建 築 分   

物 件 所 在 地   
不 動 産 価 格 決 定 内 容

変 更 通 知 書 
  

  

  

整 理 番 号 課 税 標 準 額 税 額 

      

調 定

年 月 日
・   ・ 

納 期 限 

・   ・ 

変 更 年 月 日 変 更 額 変 更 額 調 査
年 月 日 ・   ・ 

      

変 更

理 由

  
申 告 額   

取 得

年月日 

取 得

区 分 
種 別 構 造 延床面積

m2 

坪 
評 点 数 1点当価格 価 格 

3 . 3 m 2 当 り

価 格 
当

初                   

              変

更

後             

  

  

  

控 除 

理 由 金 額 
当 初 決 定 価 格 

資金貸付          公共代替 円

防 災 建 築、耐 火 建 築 等 円

住宅建築(住宅部分 
m2

坪
) 円

  

備 考 

 
 
 別記第３０号様式を次のように改める。 

別記第30号様式(第52条、第53条関係) 

                  
決
裁 

                

不 動 産 取 得 税 賦 課 決 定 等 決 議 書 

 次のとおり賦課決定・取消・徴収猶予してよろしいか伺います。 

 なお、御決裁のうえは、別紙(案)により施行してよろしいか併せて伺います。 

起案日 年 月 日 決裁日 年 月 日 調定(通知)日 年 月 日 文書番号   

住所   
納税義務者 

氏名   

納税者番号   課税(予定)期月   取得区分   評価区分   

通知書番号   申 告 年 月 日   共有者数     

区 分 課税標準額(円) 調 定 額(円) 

前回決定(予定)額    ①     

変更の額    ②     

決 定 額③＝①＋②     

徴 収 猶 予 額     

今
回
決
定
内
容 徴 収 猶 予 期 限    年  月  日  変更後納期限   年 月 日

減 額 等 の 種 類 根 拠 法 令 等 課税漂準額の減(円) 税額の減(円) 

            

            

            

            

            

            

            

賦
課

決
定
の
内

訳 
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合 計     

物 件 所 在 地 地目又は建物用途 地積又は延床面積

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

賦
課

決
定
の
対

象 

      

備
考 

  

（注）この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。 
 

 
 別記第３２号様式を次のように改める。 
別記第３２号様式 削除 
 別記第６９号様式及び別記第７０号様式を次のように改める。 
 

別記第69号様式(第89条関係) 

      
決

裁 

             

 

鉱区税賦課決定(取消)決議書 

  起案日    年  月  日 

  調定日    年  月  日 

  通知日    年  月  日 

 

 次のとおり賦課決定（取消）してよろしいか伺います。 

 なお、御決裁のうえは、別紙（案）により施行してよろしいか、併せて伺います。

 

住 所  
納税 義務者 

氏 名  

当初課税年度    年度 納税者番号   
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当初課税年度    年度 納税者番号   

今回決定額 ① 当初(前回)決定額②
登録番号 

月数 税額 月数 税額 

差引額 

①－② 

課税面積 

（100ｱｰﾙ） 

              

            

       

備 
 
 
 

考 

 

  
（注）この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。 

   鉱区の数に合わせて、この様式中の行数を挿入又は削除すること。 
 

 

別記第70号様式(第89条関係) 

 

鉱区税賦課決定(取消)通知書 

  第   号 

    年  月  日 

 

            様 

 

                     熊本県熊本県税事務所長   印 

 

 あなたの鉱区税の当初（前回）決定額を、下記の今回決定額に変更する（取り消す）

こととしましたので、通知します。 

記 
 

当初課税年度    年度 納税者番号   

今回決定額 ① 当初(前回)決定額②
登録番号 

月数 税額 月数 税額 

差引額 

①－② 

課税面積 

（100ｱｰﾙ）
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既納付額  

 
還付額 

（未納額） 
 

根拠法令等 

 

 
※この通知の結果、なお未納とな

る方は、当県税事務所へ納めて

下さい。 

教 
 
 

 

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日
以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をすること
ができます。 

   なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当県税事務所を経由して提出してくだ
さい。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を受
けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代
表者となります。)提起することができます。 

   なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経
た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいずれかに該当
するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 
  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  
（注）この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。 

   鉱区の数に合わせて、この様式中の行数を挿入又は削除すること。  
 
 別記第１３１号様式を次のように改める。 
 
別記第131号様式(その1)(第138条関係) 

  

決裁年月日
    

局(所)長 次 長 部 長 副 部 長 課 長 係 長 主 査 起 案 年 月 日 

              

  

年   月   日

支 払 科 目 歳 入(下戻)  歳出還付
年 度  

過 誤 納 金 
還付加算金 還 付 ・ 充 当 （委託納付）決 議 書 

整理簿番号 第         号

課 税 地 年度 事業年度 税 目 納 期 限 

  
      

現 ・ 繰 
・ ・ 

納税者

住 所

所在地

  

台 帳 番 号 期別 中確更別 指 定 期 限 督促年月日 

      ・ ・ ・ ・ 

氏 名

法人名

代表者

  

還 付 加 算 金 計 算 の 基 礎 
区 分 税 額 延滞金 加算金 計 

納 付
年 月 日 扱別

基 本 額 計 算 期 間 日数 加算金額

・ ・         ・ ・     
・ ・ 

    

・ ・         ・ ・     
・ ・ 

    

・ ・         ・ ・     
・ ・ 

    

・ ・         ・ ・     
・ ・ 

    

・ ・ 

納

付

し

た

額         ・ ・     
・ ・ 
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計         還 付 加 算 金 合 計 額 計     

納付す
べき額 

        

過 誤
納 額 

        
    

登 録

番 号 
  

減額(取消)年月日 原因発生年月日 
理由 

・ ・ ・ ・ 

  1 過 納     2 誤 納     3 修(更)正 
  2 住宅建築 
    (申請 ・ ・ ) 5 その他(      ) 

課 税 地 年度 
台帳
番号 

期 別
事業年度 

現繰
別 税 目 税 額 延滞金 加算金 計 

登 録
番号等

                      

                      

                      

                      

 

委
託
納
付 

 
 
 
 
 

決
定
額 

 

充 
 

当 

計           

還 付 金 還 付 年 月 日 ・   ・ 

税 額 延滞金 加算金 計 

還 付

加 算 金

還 付

合 計 額 
小 切 手 番 号

口 座 番 号 

歳入・歳出 第   号 

当座・普通 

還

付

額             
送金通知書番号  第       号 

1 連絡者印 2 
収税担当
者 確 認 3 

整理簿
記 載 4 

台 帳
記 載 5

金券
送付 ・振替 

現 金 支 払 
(口座振替) 

金 融 機 関 

肥後 
銀行

支店・出張所

課 税 地 年度 
台帳
番号 

期 別
事業年度 

現繰
別 税 目 税 額 延滞金 加算金 計 

登 録

番 号

                      

                      

滞納額

の 

有 無 
                      

 
 
 
 

別記第131号様式(その2)法人用 

決裁年月日 
    

起案年月日 局(所)長 次 長 部 長 副部長 課 長 係 長 主 査 課 員

                

  

年  月  日

支払科目 歳 入 ・ 歳 出 年度 
過 誤 納 金
還付加算金 還 付 ・ 充 当 （委託納付）決 議 書 

整理番号 第      号 
台帳番号 年度 事 業 年 度 期 別 

法 ・  ・ 

      
中，確，修 

更，決 

納
期
限 指 ・  ・ 

納 税 者

住 所 
  

減 額 年 月 日 原因発生年月日 
理

由 

・  ・ ・  ・ 

1 過納   2 誤納 

3 修(更)正 4 中間分の還付 

5 その他(     ) 

法 人 名

代 表 者 
  

還 付 加 算 金 計 算 の 基 礎 
区 分 納付年月日 税 額 延 過 不 重 計 

基 本 額 計 算 期 限 日 数 加 算 金 額

・ ・                   

・ ・                   

・ ・                   

・ ・                   

 

計                   

納 付 す べ き 額           還付加算金額 合 計 額 

法

人

県

民

税 

過 誤 納 額                
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・ ・           

・ ・           

・ ・           

・ ・           

 

計           

納 付 す べ き 額           還付加算金額 合 計 額 

法

人

事

業

税 

過 誤 納 額               

・ ・                   

・ ・                   

・ ・                   

・ ・                   

 

計                   

納 付 す べ き 額           還付加算金額 合 計 額 

地
方
法
人
特
別
税 

過 誤 納 額               

台帳番号 年度 事業年度 期別 税 目 税 額 延 過 不 重 計 

                    

                    

委
託
納
付 

 
 
 

 

決
定
額 

充 
 

当 

                    

区
分 

税 額 延 過 不 重 計 
還 付 加
算 金 額

還 付
合 計 額

還 付
年 月 日 ・  ・ 

法
県 

          

法
事 

               

還 

付 

額 

地
特 

               

小 切 手
( 口 座 )
番 号 

歳入    号 
歳出 
当座 
普通 

 1 徴収担当者確認   2 台帳記載   3 充当記載 送 金 通 知

書 番 号 
第     号 

台帳番号 年 度 事業年度 期 別 税 目 税 額   計 

                

滞

納

額                 

現 金 支 払

(口座振替)

金 融 機 関 

肥後 
銀行
支店

出張所

 
 
 
 別記第１３２号様式中「過誤納金の充当による調定減額決議書」を「過誤納金の充当・
委託納付による調定減額決議書」に、「充   当   額」を「充当・委託納付額」に、 
        「 
「充当した額」を     した額 に改める。 
                」 
 別記第１５９号様式を次のように改める。 
別記第１５９号様式 削除 
 別記第１６０号様式を次のように改める。 
別記第１６０号様式 削除 
   附 則 
１ この訓令は、平成２１年３月３１日から施行する。 
２  この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の補正を 
 して使用することができる。 
 
 
 
 
 
熊本県公安委員会告示第３号   
 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の２９の規定により、地域交通安
全活動推進委員を次のように委嘱したので、地域交通安全活動推進委員に関する規程（平
成３年熊本県公安委員会規程第２号）第４条の規定により告示する。 
  平成２１年３月３１日 
                     熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   
１ 委嘱年月日 
  平成２１年４月１日 
２ 委嘱を受けた者の氏名、住所及び活動区域 

 登載依頼 

充  当 
委託納付 
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氏  名 住                所 活動区域 

生田 和吉 

池田 常雄 

市原 敬助 

上田 哲也 

内田 一徳 

小野 洋一 

金光 幸雄 

河野 國廣 

河野 力三 

北御門博子 

黒川 大二 

島川 明敏 

嶋村 幸一 

清水 龍市 

白石 武信 

高巣 宗夫 

田尻 一男 

田邉 正直 

中山 紀雄 

西薗 謙吾 

西本 豊秀 

野田 広康 

花田 弘恵 

福岡 耕造 

熊本市黒髪二丁目４番２１号 

熊本市楠七丁目２番２１号 

熊本市龍田町弓削７１１番地１２ 

熊本市硯川町２７９番地３ 

熊本市鶴羽田町５８９番地 

熊本市坪井三丁目８番６号 

熊本市万楽寺町４１番地２ 

熊本市清水新地五丁目４番８号 

熊本市安政町２番１５号 

熊本市中央街７番１３号 

熊本市岡田町５番７号 

熊本市麻生田五丁目１４番１５号 

熊本市大窪三丁目２番２号 

熊本市龍田七丁目１９番１号 

熊本市大江三丁目８番７号 

熊本市花園一丁目３番１５号 

熊本市梶尾町３３７番地２ 

熊本市新屋敷一丁目１３番３号 

熊本市白山一丁目１番２８号 

熊本市花園六丁目２番４２号 

熊本市池田四丁目２８番１３号 

熊本市硯川町８９５番地４ 

熊本市武蔵ヶ丘三丁目１７番４－７０号 

熊本市黒髪七丁目１０９番地 

熊本北警察署管轄区域  

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

福永 強一 

松浦 勇進 

松岡 政晴 

村上 春行 

﨑 征一 

芳村 義雄 

有田 末人 

一門 哲也 

上田 六男 

尾村  哲 

勝矢 幾寬 

木下 義信 

児安  洋一 

髙木 良一

髙本 國廣

髙本 信人 

田﨑 正幸 

橘  一男 

谷川  廣 

田上  平 

辻  公輝 

豊永 健一 

中川 憲正 

中村 恵彦 

中村  剛 

中村 博巳 

能田伸一郎 

野口 泰子 

熊本市麻生田四丁目１３番１１号 

熊本市新市街１３番２１号 

熊本市龍田六丁目１４番４５号 

熊本市下硯川町５８７番地 

熊本市九品寺三丁目５番１１号 

熊本市北千反畑町５番１０号 

熊本市田井島二丁目８番５８号 

熊本市近見八丁目８番９３号 

熊本市紺屋阿弥陀寺町３５番地 

熊本市島崎四丁目７番１４号 

熊本市二本木三丁目１０番２１号 

熊本市無田口町１７１１番地１ 

熊本市銭塘町４３０番地２ 

熊本市富合町大町４１４番地 

熊本市田崎二丁目３０番８０－３０５号 

熊本市田迎二丁目６番３４号 

熊本市池上町１３７８番地３ 

熊本市小島中町５番地 

熊本市八幡七丁目３番２号 

熊本市海路口町３８０９番地１ 

熊本市上代三丁目１１番７２号 

熊本市御幸笛田四丁目１８番５号 

熊本市近見八丁目１３番５０号 

熊本市河内町野出１００４番地 

熊本市沖新町６６８番地 

熊本市野口一丁目１１番８号 

熊本市琴平本町４番６３号２Ｃ－２－２０２

熊本市護藤町６０６番地 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

熊本南警察署管轄区域

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
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平野 博文 

藤原 謙吾 

村上 清孝 

村崎 義春 

熊本市出仲間二丁目１番４５号 

熊本市新町三丁目１０番１３号 

熊本市河内町船津２８５０番地 

熊本市富合町榎津１０３３番地 

〃 

〃 

〃 

〃 

吉田 誠義 

阿部 勝人 

井長 精華 

上村  侃 

内野  保 

桂  政廣 

清村  勝 

工藤 悦雄 

酒井 凉子 

佐藤 虔二 

高野  剛 

椿  敏道 

内藤 守親 

中島 公久 

中島 光國 

中村 勝則 

野見山義之 

橋本  肇 

長谷川智度 

濵砂 名言 

濱田 明博 

村上 盛昭 

山口 和彦 

山村 哲徳

今村 智博 

上田 俊次 

上野 孝広 

内尾 昌章 

江上 正健 

緒方 大海 

金澤 武之 

坂上 吉之 

熊本市本荘町６８８番地２ 

熊本市若葉四丁目２８番１号 

熊本市新外三丁目１番６６号 

熊本市南町５番１０号 

熊本市花立二丁目８番２３号 

熊本市戸島五丁目６番６９号 

熊本市水前寺四丁目３７番１７号 

熊本市上南部三丁目３０番７１号 

熊本市東町三丁目６番１０－１７号 

熊本市健軍三丁目１８番１０号 

熊本市尾ノ上二丁目１２番９号 

熊本市国府一丁目８番６２号 

熊本市江津一丁目１２番１６号 

熊本市帯山五丁目２８番１７号 

熊本市大江二丁目１６番１８号 

熊本市出水六丁目２２番７号 

熊本市御領五丁目１番３０号 

熊本市長嶺南二丁目２番５８号 

熊本市長嶺東五丁目５番３８号 

熊本市沼山津三丁目９番６１号 

熊本市戸島四丁目２番７６号 

熊本市下南部六丁目２番５２号 

熊本市神水一丁目３１番２号 

熊本市桜木五丁目９番１２号 

玉名郡玉東町大字上木葉３８３番地の１ 

玉名郡南関町大字関町１５０２番地８ 

玉名市天水町小天２６５番地 

玉名市横島町横島６３８番地 

玉名郡和水町江田６６番地４ 

玉名市岱明町上４１５番地１ 

玉名市中１２２４番地６ 

玉名市滑石１３２１番地２ 

〃 

熊本東警察署管轄区域

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

玉名警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

武澤  諫 

竹下 春夫 

竹本 久芳 

竹森 利徳 

西川  攻 

開  勝年 

藤﨑 忠義 

森  建一 

伊藤 民雄 

浦田 裕一 

組脇 勝利 

坂口 悦生 

田中 貞義 

長瀬 護雄 

古川 和也 

前田 明彦 

山口 輝幸 

玉名市上小田１５２８番地６ 

玉名郡和水町板楠２５７６番地 

玉名市天水町小天９２５３番地 

玉名市岱明町野口８８２番地 

玉名市築地２４５８番地３ 

玉名市天水町小天６９６１番地 

玉名郡南関町大字関町１３２１番地２ 

玉名市石貫４２４６番地２ 

玉名郡長洲町大字腹赤１２４３番地 

荒尾市増永６７５番地２ 

玉名郡長洲町大字長洲２１６８番地４０ 

荒尾市府本１４４番地２ 

荒尾市八幡台二丁目１０番１０号 

玉名郡長洲町大字宮野１１９番地６ 

荒尾市下井手５１１番地４ 

荒尾市本井手３５７番地１ 

荒尾市下井手１７１番地 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

荒尾警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
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山田 勝清 

山道 力成 

池田 邦弘 

牛島 健二 

内田 英彦 

緒方 義弘 

栗原 輝美

栗原 典江

古賀 文則 

竹下 和昭 

西田 克巳 

平川 民子 

藤本 俊行 

前田 敬治 

村井 正臣 

荒尾市上井手４４５番地２ 

荒尾市川登１９１８番地１０ 

山鹿市石８３番地 

山鹿市鹿本町来民１７２７番地１ 

鹿本郡植木町大字植木２２３番地 

山鹿市坂田２２７９番地 

山鹿市鹿北町岩野１１５番地２ 

山鹿市下吉田６３３番地４ 

山鹿市南島１６９２番地２ 

山鹿市鹿央町霜野１３０３番地 

山鹿市津留３０８８番地 

鹿本郡植木町大字岩野３１７番地の８ 

鹿本郡植木町大字一木７６番地 

鹿本郡植木町大字内５１番地の３ 

山鹿市菊鹿町下内田３６１番地２ 

〃 

〃 

山鹿警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

山部 澄友 

秋月 順子 

秋吉佐智代 

井藤 弘吉 

上田 照久 

坂梨 鷹元 

田中 廣利 

中村 道夫 

針  金男 

東  浩司 

渡邊真一郎 

有働 義則 

岡田 磯雄 

木村 孝義 

小椋 征朗 

坂田 敏昭 

田野 敏博 

塚本 文昭 

西岡 和明 

野口 正一 

古庄 重信 

松岡 榮美 

村上 力雄 

八十川則雄 

山下 博文 

時松 一義 

中嶋 廣美 

本田 英明 

荒井 咲子 

小野 將一 

髙橋 誠一 

松川シズノ 

鹿本郡植木町大字富応３２９番地 

菊池市隈府５８番地 

菊池市下河原５０８６番地 

菊池市泗水町富納３７８番地２ 

菊池市泗水町豊水３３００番地４ 

菊池市七城町小野崎８３５番地２ 

菊池市野間口７９４番地１ 

菊池市旭志新明２６８８番地２ 

菊池市隈府１０５７番地５ 

菊池市旭志小原５２９番地２ 

菊池市隈府１３８９番地 

合志市豊岡２００８番地８１１ 

菊池郡大津町大字陣内１１２４番地２ 

菊池郡大津町大字引水５２０番地 

菊池郡菊陽町大字原水５２７１番地１ 

阿蘇郡西原村大字河原２３４３番地 

阿蘇郡西原村大字布田１１７３番地２ 

合志市栄１２２９番地 

菊池郡菊陽町大字曲手２２９番地 

合志市合生８４９番地 

菊池郡大津町大字高尾野６７５番地 

合志市福原１１１５番地２ 

菊池郡菊陽町大字津久礼５１番地２ 

合志市豊岡２０２３番地４８ 

阿蘇郡西原村大字鳥子９９５番地２ 

阿蘇郡小国町大字下城２０８４番地 

阿蘇郡小国町大字宮原２０３２番地の２ 

阿蘇郡南小国町大字満願寺２２０４番地３ 

阿蘇市一の宮町宮地４５８１番地 

阿蘇市波野大字滝水１９６番地１ 

阿蘇郡産山村大字山鹿２４３４番地 

阿蘇市小里１４０番地 

〃 

菊池警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

大津警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

小国警察署管轄区域 

〃 

〃 

阿蘇警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

森塚 孝行 

山口 澄雄 

山部 頼子 

荒牧 久利 

大塚 弘倫 

中野 義邦 

阿蘇市赤水９５３番地３ 

阿蘇市一の宮町宮地３３１０番地３ 

阿蘇市一の宮町宮地１９６８番地６ 

阿蘇郡高森町大字上色見６８２番地 

阿蘇郡高森町大字高森１３１０番地１ 

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽５１７４番地１ 

〃 

〃 

〃 

高森警察署管轄区域 

〃 

〃 
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渡邊  磨 

勝本 一郎 

熊宮 敏宏 

下田 準二 

田上 義隆 

富澤 典子 

畑田 武俊 

馬場 雅夫 

前田 晴重 

森田 優二 

吉田 千里 

渡邉 佳子 

甲斐 光明 

佐野 重光 

下田  誠 

田上 徳義 

岩永日出幸 

上野 松雄 

上村 重子 

浦上大人男 

緒方 秀年 

甲斐きみ子 

木村 勝吉 

清田  猛 

境  洋治 

白石  惇 

瀧下 敏彦 

谷山 次則 

豊田 茂稔 

奈須 重喜 

山口 俊一 

山口 久代 

山口 義則 

吉川満璃子 

大原 友春 

賀久久美子 

楠本  優 

久保田和子 

桑原 弘吉 

椎  泰朗 

神宮司洋子 

武井弘治郎 

出口 健二 

塔ノ上 充 

中道 眞之 

兵藤 敏行 

藤本 年明 

堀口 次雄 

本田 義美 

丸吉 秀之 

宮島 保興 

守田 勝徳

上村 俊司 

阿蘇郡南阿蘇村大字久石３３３６番地１ 

上益城郡御船町大字木倉７０９５番地３ 

上益城郡益城町大字安永６７１番地 

上益城郡益城町大字下陳７００番地 

上益城郡甲佐町大字中横田１１９５番地 

上益城郡益城町大字小谷１０２番地 

上益城郡甲佐町大字早川４５２番地の１ 

上益城郡嘉島町大字鯰１７８４番地２ 

上益城郡益城町大字宮園５５５番地 

上益城郡御船町大字御船２３６番地 

上益城郡御船町大字田代９８３番地 

上益城郡嘉島町大字上六嘉３５８番地 

上益城郡山都町菅尾１２５４番地２ 

上益城郡山都町山田８８５番地３ 

上益城郡山都町下名連石８４２番地２ 

上益城郡山都町下馬尾１７５番地２ 

下益城郡城南町大字阿高５３９番地１ 

宇城市小川町新田出１１８１番地 

宇城市三角町波多６８番地 

下益城郡城南町大字舞原８８番地 

下益城郡美里町原町４６番地 

宇土市網津町１４２１番地 

宇城市松橋町松橋４８８番地 

宇城市松橋町豊福５５０番地４ 

下益城郡美里町原町２２番地 

宇土市古保里町６３３番地１ 

宇城市豊野町巣林７４７番地 

宇土市神馬町７２５番地 

宇城市不知火町高良１８５５番地１ 

宇城市松橋町松橋５５２番地７ 

宇城市三角町三角浦１１５９番地７８ 

宇土市下網田町１８５０番地１ 

宇城市小川町小川６０番地１ 

宇土市本町一丁目１８番地 

八代市二見本町１２４８番地 

八代市東片町６８６番地２ 

八代市郡築六番町２５番地 

八代市港町１９番地 

八代市日奈久塩北町４３５３番地２ 

八代市松崎町３２３番地５ 

八代市西宮町１０５６番地２ 

八代市昭和日進町２５４番地５ 

八代市古閑中町１７１７番地８０ 

八代市古城町２４１３番地 

八代市坂本町西部い２３７３番地 

八代市敷川内町７１０番地 

八代市日置町１０３番地１ 

八代市植柳上町４４３番地 

八代市岡町中６０３番地１ 

八代市千丁町吉王丸１５２１番地 

八代市通町６番１９号 

八代市豊原中町３５４番地２ 

八代市東陽町北４５３１番地１ 

〃 

御船警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

山都警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

宇城警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

八代警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

氷川警察署管轄区域 
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滝本 龍夫 

谷口 一雄 

中路  潔 

元松 四男 

本山 幸人 

八代郡氷川町野津７１８番地３ 

八代市鏡町塩浜２３４番地 

八代市鏡町下有佐３７０番地１ 

八代郡氷川町網道８１２番地２ 

八代市泉町柿迫３１２０番地 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

森﨑 金蔵 

浦川 末廣 

篠原 紀男 

下田 義治 

緒方  髙 

中村  靖 

福田 研二 

松田 喜正 

森下 紀裕 

山口 チエ 

佐田 栄次 

眞田 通雄 

杉田  務 

瀧川 邦夫 

中竹 幸利 

中村 和典 

日當三代喜 

東  正治 

冷水 邦彦 

福屋 民夫 

三木  茂 

宮村 千敏 

小田 辰幸 

嘉村 勝正 

久保田 守 

野田勇次郎 

平田 博文 

藤本 伸介 

松村 憲一 

森山 清人 

石川 榮一 

上元 正純 

八代郡氷川町宮原８０４番地２ 

葦北郡芦北町大字小田浦２２０２番地１ 

葦北郡芦北町大字豊岡２４５番地 

葦北郡芦北町大字鶴木山８５３番地４の２ 

水俣市古城二丁目５番３７号 

水俣市山手町一丁目３番１７号 

水俣市栄町二丁目１番２１号 

水俣市旭町一丁目１番３号 

葦北郡津奈木町大字津奈木１２５６番地１ 

水俣市牧ノ内１２番２５号 

人吉市上戸越町３６４９番地８ 

人吉市大畑町２１３７番地 

人吉市北泉田町１７７番地７ 

球磨郡錦町大字木上東４番地の３７ 

球磨郡山江村大字山田丁８２２番地の１ 

球磨郡五木村甲３３７４番地の２４ 

球磨郡球磨村大字渡乙２０１９番地１ 

球磨郡錦町大字西１６０４番地の１ 

人吉市下城本町１７３４番地４ 

人吉市西間上町１５７８番地 

人吉市中神町字馬場３２番地５ 

球磨郡相良村大字柳瀬８１７番地８ 

球磨郡多良木町大字多良木１１８番地 

球磨郡あさぎり町上南１３６１番地１ 

球磨郡あさぎり町免田東３００３番地５５ 

球磨郡あさぎり町深田西２３９３番地２ 

球磨郡あさぎり町岡原北１４１６番地１ 

球磨郡湯前町２１０２番地１ 

球磨郡あさぎり町須恵３０９６番地 

球磨郡水上村大字江代１６６６番地９ 

天草市古川町５番１１号 

天草市新和町小宮地６５８４番地 

〃 

芦北警察署管轄区域 

〃 

〃 

水俣警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

人吉警察署管轄区域 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

多良木警察署管轄区域

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

天草警察署管轄区域 

〃 

江浦むつえ 

樫山 武久 

梶山  勝 

川上 勝昭 

嶋村 恒晴 

園田  溢 

遠山 春樹 

富永千賀子 

松尾 鐵治 

松木昭十四 

天草市下浦町２３５８番地 

天草市佐伊津町２７８３番地 

天草市中村町１１番２３号 

天草市有明町下津浦３８番地 

天草市栖本町古江８３３番地２ 

天草市天草町大江３０３１番地 

天草市有明町赤崎２０２３番地１ 

天草市本渡町本渡９８６番地１ 

天草郡苓北町富岡２５４５番地２ 

天草市五和町御領９６２８番地１６ 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

山下 富子 

吉鶴 政美 

久保田武敬 

鍬釣 文男 

小幡 一義 

天草市北原町８番１２号 

天草市倉岳町宮田３８７８番地 

上天草市松島町阿村１５０８番地 

上天草市大矢野町上２１１９番地 

上天草市大矢野町維和４１番地１ 

〃 

〃 

上天草警察署管轄区域

〃 

〃 
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髙木 一喜 

前田 正之 

松本 初雪 

佐藤 剛作 

上天草市龍ヶ岳町大道１９８５番地 

上天草市姫戸町二間戸５８６３番地１０ 

上天草市松島町教良木５９３９番地 

天草市牛深町８３番地１ 

〃 

〃 

〃 

牛深警察署管轄区域 

杉本 重朗 

登  元生 

橋本 敬子 

天草市牛深町１５３９番地１ 

天草市河浦町河浦５６９０番地 

天草市深海町３２１５番地 

〃 

〃 

〃 
 

 
熊本県公安委員会告示第５号 
 平成１９年６月１日熊本県公安委員会告示第８号（道路交通法第１０８条の２第１項第
３号、第４号、第５号、第６号、第７号、第８号、第１１号、第１２号及び第１３号に規
定する講習を行う場所、期日及び受付時間）の一部を次のとおり改正し、平成２１年４月 
１日から施行する。 
    平成２１年３月３１日 
                     熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   
 ４の表阿蘇自動車学校（阿蘇市一の宮町宮地４５０７番地３）の項中「第２水曜日」を
「第４水曜日」に、「午後０時３０分から同１時００分まで」を「午後０時００分から同
０時３０分まで」に改め、同表矢部自動車練習所（上益城郡山都町千滝４４１番地）の項
中「第１火曜日」を「火曜日、木曜日及び土曜日」に改め、同表天草自動車学校（天草市
亀場町亀川７０番地４）の項中「第２木曜日」を「月曜日から日曜日まで」に改め、同表
に次のように加える。 

八代ドライビングスクール 

（八代市平山新町5338番地） 

第１及び第３

水曜日 

午後０時30分から同 

１時00分まで 

 

  
 

 
熊本県公営企業管理規程第２号 
 熊本県企業局職員就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
   熊本県企業局職員就業規程の一部を改正する規程 
 熊本県企業局職員就業規程（昭和３８年電気事業管理規程第６号）の一部を次のように
改正する。 
 第７条の２第１項中「又は第１０項」を「、第１０項又は第２条の２」に、「（次項に
おいて「代休日」」を「（以下この条において「代休日」」に改める。 
 別表第４（第１３条、第１３条の２関係）１３の項中「同様にの」を「同様の」に、「１
月以内」を「４０日以内」に改め、同表１５の項中「複数」を「２人」に改め、「６日」
の次に「、３人以上いる場合にあっては７日」を加える。 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県公営企業管理規程第３号 
 熊本県企業職員の給与の特例に関する規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県企業職員の給与の特例に関する規程 
 平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの間における熊本県企業職員の給与 
の種類及び基準に関する条例（昭和４１年熊本県条例第４６号。以下「給与条例」とい 
う｡)の適用を受ける職員の給料月額は、熊本県企業職員の給与に関する規程（昭和４１年
熊本県公営企業管理規程第１６号。以下「給与規程」という｡)第２条の規定にかかわらず、 
同条の規定により定める額（以下「基礎額」という｡)から、基礎額に次の各号に掲げる職
員の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数
を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基
礎となる給料月額は、基礎額とする。 
 （１） 給与条例第４条の規定により管理職手当が支給される職にある職員（次号におい

て「管理職員」という｡)のうち、給与規程第３条の規定による管理職手当の区分が１
種、２種、３種又は４種と定められている職にある職員 １００分の７ 

 （２） 管理職員（前号に掲げる職員を除く｡) １００分の５ 
 （３） 前２号に掲げる職員以外の職員 １００分の３ 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
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熊本県公営企業管理規程第４号 
 熊本県企業局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県企業局職員被服貸与規程の一部を改正する規程 
 熊本県企業局職員被服貸与規程（昭和２９年電気事業管理規程第６号）の一部を次のよ
うに改正する。 
 別表第１女子事務職員の項を削る。 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県公営企業管理規程第５号 
 熊本県企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県企業局組織規程の一部を改正する規程 
 熊本県企業局組織規程（昭和４０年熊本県公営企業管理規程第１号）の一部を次のよう
に改正する。 
 第６条第２号中「施設管理係」を「施設係」に改める。 
 第９条第１項総務経営課第３８号の次に次の２号を加える。 
 (３９) 工業用水道事業の水利使用許可申請に係る水需要予測に関すること。 
 (４０) 荒瀬ダム対策室に関すること。 
 第９条第１項工務課第７号を次のように改める。 
 (７) 各事業に係る水利使用許可申請に関すること。 
 第１４条第７項及び第１５条中「局長又は課長」を「専決者」に改める。 
 第１９条の見出し中「所管施設」を「分掌事務」に改める。 
 第２０条に次の１項を加える。 
７ 発電総合管理所に所付を置くことができる。 
 第２１条の見出しを「（職務）」に改め、同条に次の１項を加える。 
８ 所付は、上司の命を受け、下命の事務を処理する。 
 第２２条第３号中「所属職員」の次に「（所長を除く。）」を加える。 
 第３１条の見出しを「（職務）」に改める。 
 別表第２管理者の決裁事項の欄第１号中「及び変更」を「又は変更」に改め、同欄第１
１号中「第９項」を「第１０号」に改め、同表局長の専決事項の欄第９号中「第９項」を
「第１０号」に改め、同欄第１８号中「（課長補佐以下を除く｡)の職員の旅行命令及び当
該旅行に係る復命」を「（課長補佐以下の役付職員を除く｡)の旅行命令及び出先機関の長
の県外旅行命令並びに当該旅行に係る復命」に改め、同欄第１９号中「（課長補佐以下を
除く｡)の職員」を「（課長補佐以下の役付職員を除く｡)及び出先機関の長」に改め、同欄
第３６号中「及び予定価格」を「並びに予定価格」に改め、同欄第３７号中「、予定価格」
を「並びに予定価格」に改める。 
 別表第２の２各課長の共通専決事項の項中「課長補佐級」を「課長補佐」に、「及び予
定価格」を「、予定価格」に改め、同表総務経営課長の専決事項の項第２７号中「前４項
に掲げるのを除く｡｣を「前４号に掲げるものを除く｡｣に改め、同表工務課長の専決事項の
項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規程の施行の際現に次の表の旧欄に掲げる室に勤務している者は、別に辞令の発

せられる場合のほか、同一の勤務条件をもって、同表新欄に掲げる室に勤務を命ぜられ
たものとする。 

 

旧 新 

工務課荒瀬ダム対策室 総務経営課荒瀬ダム対策室 

 
 （熊本県企業局荒瀬ダム対策室設置規程の一部改正） 
３ 熊本県企業局荒瀬ダム対策室設置規程（平成１５年熊本県公営企業管理規程第２号）

の一部を次のように改正する。 
  本則中「工務課」を「総務経営課」に、「工務課長」を「総務経営課長」に改める。 

 
 
熊本県公営企業管理規程第６号 
 熊本県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 
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 熊本県企業職員の給与に関する規程（昭和４１年熊本県公営企業管理規程第１６号）の
一部を次のように改正する。 
 第５条第１項中「管理者が」の次に「これと」を加える。 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県病院局管理規程第１号 
  熊本県病院局組織規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 
    平成２１年３月３１日 
                                      熊本県病院事業管理者 若 本  隆 治    
    熊本県病院局組織規程等の一部を改正する規程 
 （熊本県病院局組織規程の一部改正） 
第１条 熊本県病院局組織規程（平成２０年熊本県病院局管理規程第２号）の一部を次の 
 ように改正する。 
   第４条及び第５条を次のように改める。 
  （役付職員） 
 第４条 局に院長を置く。 
 ２ 総務経営課に課長を置く。 
 ３ 総務経営課に課長補佐を置くことができる。 
 ４ 部に部長を置く。 
 ５ 部に副部長を置くことができる。 
 ６ 診療部に医長及び薬局長を置くことができる。 
 ７ 局に首席病院事業審議員、副院長及び病院事業審議員を置くことができる。 
 ８  局に主幹、看護師長、参事及び局付を置くことができる。 
  （職務） 
 第５条 院長は、管理者の命を受け、各部に関する事務を掌理する。 
 ２ 総務経営課長は、管理者の命を受け、課務を掌理する。 
 ３ 課長補佐（次項に定めるものを除く｡)は、上司の命を受け、課長を補佐する。 
 ４ 課長補佐（係又は業務の担当を命ぜられた者に限る｡)は、上司の命を受け、担任す 
  る事務を処理する。 
 ５ 部長は、上司の命を受け、部に関する事務を掌理する。 
 ６ 副部長は、上司の命を受け、部長を補佐する。 
 ７ 医長及び薬局長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。 
 ８ 首席病院事業審議員は、上司の命を受け、病院事業全般に関する事項を審議する。 
 ９ 副院長は、上司の命を受け、院長を補佐する。 
 １０ 病院事業審議員は、上司の命を受け、病院事業に関する重要な事項を審議する。 
 １１  主幹は、特命の担任事務を処理する。 
 １２ 看護師長は、上司の命を受け、看護に関する事務を処理する。 
 １３ 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。  
 １４ 局付は、管理者に直属し、下命の事務を処理する。 
  （熊本県病院局職員の職の設置に関する規程の一部改正） 
第２条 熊本県病院局職員の職の設置に関する規程（平成２０年熊本県病院局管理規程第 
 ４号）の一部を次のように改正する。 
                                「首席病院事業審議員   
    別表第１中「総務経営課長」を                      に改める。 
                                  総務経営課長   」 
  （熊本県病院局職員の給与に関する規程の一部改正） 
第３条 熊本県病院局職員の給与に関する規程（平成２０年熊本県病院局管理規程第５号）

の一部を次のように改正する。 
   第１３条第１号中「（第４条に規定する管理職手当の区分が３種又は４種と定められ 
 ている職員の行うものにあっては、１２，０００円）」を削る。 
   別表第３中「                                      

 院長 

 総務経営課長 

 副院長 

 診療部長 

 ５種 

 

 

 

              

              

              

              

  」を「                                              

 首席病院事業審議員  ４種               

 院長 

 総務経営課長 

 副院長 

 診療部長 

 ５種 

 

 

 

 

「首席病院事業審議員 
 総務経営課長   」 
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  」に改め、「医療給与表」を「医療職給料表」に改める。 
     附 則 
  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県病院局管理規程第２号 
  熊本県病院局職員の給与の特例に関する規程を次のように定める。 
    平成２１年３月３１日 
                                      熊本県病院事業管理者 若 本  隆 治    
    熊本県病院局職員の給与の特例に関する規程 
  平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの間における熊本県病院局職員の給 
与の種類及び基準に関する条例（平成２０年熊本県条例第１１号。以下「給与条例」とい
う｡)の適用を受ける職員の給料月額は、熊本県病院局職員の給与に関する規程（平成２０
年熊本県病院局規程第５号。以下「給与規程」という｡)第２条の規定にかかわらず、同条 
の規定により定める額（以下「基礎額」という｡)から、基礎額に次の各号に掲げる職員の 
区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生
じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎と
なる給料月額は、基礎額とする。 
 （１） 給与条例第５条の規定により管理職手当が支給される職にある職員（次号におい 
  て「管理職員」という｡)のうち、給与規程第４条の規定による管理職手当の区分が１ 
  種、２種、３種又は４種と定められている職を占める職員 １００分の７ 
 （２） 管理職員（前号に掲げる職員を除く｡) １００分の５ 
 （３） 前２号に掲げる職員以外の職員 １００分の３ 
     附 則 
  この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県有明海区漁業調整委員会告示第１号 
天草不知火海区漁業調整委員会告示第２号 
 海区漁業調整委員会規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                熊本県有明海区漁業調整委員会会長 青山行男    
                 天草不知火海区漁業調整委員会会長 板﨑 清    
   海区漁業調整委員会規程 
（趣旨）                                                            
第１条  この規程は、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）その他法令に特別の定めがあ 
 る場合を除くほか、海区漁業調整委員会（以下「委員会」という｡)の会議等に関し必要 
 な事項を定める。                           
（会長等の職務）                                                      
第２条  委員会に会長及び副会長１名を置く。                            
２  会長及び副会長は委員が互選する。                                  
３  会長は、会務を総理し、委員会を代表する。                          
４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
（会議の招集）                                                        
第３条  委員会の会議は、会長がこれを招集する。ただし、会長及びその職務を代理する 
 者がともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する者 
 にともに事故があるときの会議は、知事が招集する。     
２  委員の三分の一以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の招集の請求がある 
 ときは、会長はその請求のあった日から１４日以内にこれを招集しなければならない。
３  会長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の３日前までに議事事項並びに会 
 議の日時及び場所を公衆の見易い方法によって公示するとともに、各委員に通知しなけ 
 ればならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 
４  委員は、前項の通知を受けた場合において、会議に出席することができない事情があ 
 るときは、会議開催の前日までに会長にその旨を届け出なければならない。          
５  第１項ただし書きの規定は、第２項から第４項までの規定に、これを準用する。     
（議長）                                                            
第４条 会議の議長には、会長があたる。                                
２  会長に事故があるときは、副会長が議長の職務を行う。                
３ 会長及び副会長にともに事故があるときは、出席委員の中で最年長の者がこれにあた 
 る。 
（会議） 
第５条  委員会は、委員の定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことがで 
 きない。 
２  議事は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、出席委員の過半数でこれを決し、 
 可否同数のときは、議長の決するところによる。 
３  委員会の会議は、これを公開する。 
第６条  委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただ 
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 し、委員会において緊急の必要があると認めた事項については、この限りでない。 
第７条  委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項又は自己若しくは 
 これらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事項については、その議事に参与す 
 ることができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出席し、発言するこ 
 とができる。 
（請願） 
第８条  委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により会長に請願書を提出しなけれ 
 ばならない。 
２  請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名（法人の場合は、その 
 名称及び代表者の氏名）を記載し、押印しなければならない。 
３  請願を紹介する委員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。 
４  会長は、請願書を受理したときは、委員会の議題としなければならない。 
（議事録） 
第９条  会長は、委員会の議事録を作成し、次の事項を記載しなければならない。 
(1)  委員会の日時及び場所 
(2)  出席委員の氏名 
(3)  議事事項 
(4)  議事の結果 
(5)  その他重要な事項 

第１０条  議事録は、議長及び議長があらかじめ指名した出席委員２名以上が、これに署 
 名押印しなければならない。 
第１１条  議事録は、一般の縦覧に供する。 
（会議の傍聴） 
第１２条  委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、年令及び住所を記載し、 
 会議開催前までに、議長へ届出書を提出しなければならない。 
２  傍聴人は定められた場所以外に立入ってはならない。 
３  傍聴人は議場において発言し、又は騒ぐ等委員会の審議を妨げる行為をしてはならな 
 い。 
４  傍聴人は議長の指示に従わねばならない。その指示に従わない場合、議長は退場を命 
 ずることができる。この場合傍聴人は速やかに退場しなければならない。 
（規程の改正） 
第１３条  この規程の改正は、委員会の議決によって行う。 
（雑 則） 
第１４条  この規程に定めるものの場合を除くほか、議事の運営に関し必要な事項は、会 
 長がその都度委員会に諮って定める。 
 
   附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県有明海区漁業調整委員会告示第２号 
天草不知火海区漁業調整委員会告示第３号 
 海区漁業調整委員会事務局の設置等に関する規程を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                熊本県有明海区漁業調整委員会会長 青山行男    
                天草不知火海区漁業調整委員会会長 板﨑 清    
   海区漁業調整委員会事務局の設置等に関する規程 
（趣旨）                                                           
第１条  この規程は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、熊本県有明海区漁業調整 
 委員会及び天草不知火海区漁業調整委員会（以下「各委員会」という｡)の事務局の設置 
 等に関して必要な事項を定めるものとする。                
（事務局の設置）                                                     
第２条  各委員会の事務を処理するため、各委員会に事務局を設置する。    
２ 前項の事務局は、熊本県農林水産部水産振興課内に置く。              
（事務局の所掌事務）                                                  
第３条  事務局の所掌事務は、次のとおりとする。                        
（1） 庶務に関すること。                                             
（2） 各委員会の会議に関すること。                                   
（3） 公聴会及び意見の聴取に関すること。                             
（4） 各委員会の答申、建議及び指示等に関すること。                   
（5） 熊本県連合海区漁業調整委員会に関すること。                     
（6） 他県海区及び有明海四県漁業調整協議会に関すること。             
（7） 全国海区漁業調整委員会連合会に関すること。                     
（8） 熊本県海面利用協議会に対する諮問等に関すること。               
（9） 漁業調整に関すること。                                         
（10）漁業調整に必要な調査及び資料の収集に関すること。              
（11）日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること。                
（書記の設置）                                                        
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第４条  事務局に書記を置く。                                          
（書記の職）                                                          
第５条  役付職員として、事務局長、主幹及び参事を置くことができる。    
２ 前項の職のほか、事務局職員として主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことが 
 できる。                                                    
３ 前２項に定める職員については、各委員会の会長（以下「会長」という｡)が任免する。 
（職務） 
第６条  事務局長は、会長の命を受け部下職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。 
２  主幹及び参事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。 
３ 主任主事、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受け、担当事務に従事する。 
（事務局長の専決） 
第７条  事務局長は、次の事項を専決するものとする。 
（1） 職員の旅行命令及び復命に関すること。 
（2） 職員の時間外勤務命令に関すること。 
（3） 職員の服務に関すること。 
（4） 軽易な通知、照会、報告、申請等に関すること。 
（5） そのほか軽易な所掌事務の処理に関すること。 
（6） 会長が特に指示した事項に関すること。 
（7） 前号については、決裁後速やかに会長の後閲を受けなければならない。ただし、軽 
  易なものについてはこの限りでない。 
 (8) 公印に関すること。                                    
 (9)  熊本県情報公開条例（平成１２年熊本県条例第６５号）に基づく行政文書の開示及 
  び熊本県個人情報保護条例（平成１２年熊本県条例第６６号）に基づく個人情報の開 
  示の決定等に関すること。                               
（職員の服務） 
第８条  この規程に定めるもののほか、職員の服務に関しては、熊本県知事の事務部局職 
 員の例による。 
（文書の処理等） 
第９条  委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存は、熊本県知事の事務部局における 
 文書の取扱いの例による。 
（事務の取扱い） 
第１０条  この規程に定めるもののほか、事務の取扱いについては、熊本県知事の事務部 
 局の事務の取扱いの例による。 
（雑則） 
第１１条  この規程に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長の承認 
 を得て、事務局長が定める。 
   附 則 
 この規程は平成２１年４月１日から施行する。 

 
 
熊本県公安委員会告示第６号                                             
 
  犯罪被害者等早期援助団体に関する規則（平成１４年国家公安委員会規則第１号）第３
条第１項の規定により代表者の氏名の変更届出があったので、同条第３項に基づき、次の
とおり告示する。 
 
  平成２１年３月３１日 
                                          熊本県公安委員会委員長 松村 敏人   
 

法人の名称
  変更に係る 

 事項 
変更前の内容 変更後の内容

 変更しようとする

 年月日 

社団法人熊本犯 

罪被害者支援セ 

ンター （平成 

１５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に社団法人熊本 

犯罪被害者支援 

センターという 

代表者の氏名 稲垣 精一 中尾  保德 平成21年４月１日

名称で設立され     

た法人をいう｡)     
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 平成１９年３月２３日熊本県人事委員会規則第１６号（熊本県職員の管理職手当に関す
る規則の一部を改正する規則）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 
 

ページ 行 正 誤 

  ７ 

   

課長（区分４種のものを除く｡) 

副総室長 

課長（区分４種のものを除く｡)副

総室長 

 １６ 

 

地域振興局長（区分１種のものを

除く｡) 天草地域振興局次長 

地域振興局長（区分１種のものを

除く｡)天草地域振興局次長 

 １８ 

 

 

地域振興局次長（区分３種のもの

を除く｡) 地域振興局部長（区分

３種のものを除く｡) 

地域振興局次長（区分３種のもの

を除く｡)地域振興局部長（区分３

種のものを除く｡) 

 ６８ 

 ２１ 熊本県税事務所長 熊本県税務所長 

 
 
 平成１９年５月７日熊本県人事委員会規則第２２号（熊本県職員の管理職手当に関する
規則の一部を改正する規則）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。 

ページ 行 正 誤 

  ５ 

 

  ７ 

   

定めるものに限る｡) 産業技術 

センター総務企画部長 

定めるものに限る｡)産業技術セ 

ンター総務企画部長 

 
 
 

 正  誤 


